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Ⅰ 熊本市下水道事業の沿革

１ 下水道事業のあゆみ

古くから米作農業を産業の主体としたわが国では、し尿は有用な肥料として最近まで使用され、有価物

としてはほぼ完全に農業へ移送されていました。このことは、廃棄物としていた欧米とは異なり、わが国では

し尿が環境悪化や水質汚濁の原因とはなりませんでした。しかし一面では、下水道の普及の遅れをもたら

す原因ともなりました。

明治維新以後、人口の都市集中が始まると生活環境の悪化が顕著化し、度々コレラなどの伝染病が流

行したことから、対策として明治 年水道法、次いで明治 年下水道法が制定されました。しかし、下水

道は既に着工していた東京をはじめ、一部都市で市街地の雨、汚水の排除を主眼とした事業が進められ

たにすぎず、折からの富国強兵政策の推進のなかで経済的な問題から、国家規模での事業推進とはなり

ませんでした。

第二次世界大戦後、昭和 年代後半の飛躍的な経済成長に伴い、その弊害として各種の公害が発生

しました。いわゆる水質汚濁を原因とする公害病の水俣病、イタイイタイ病などで、大きな社会問題となりま

した。一般に公害国会と呼ばれる昭和 年国会において、水質汚濁防止法の制定をはじめ公害対策基

本法、下水道法等々の改正が行われ公害の発生に歯止めが掛けられました。

この中で下水道法は「公共用水域の水質の保全に資することを目的とする」とされ下水道計画の規模は、

各市町村の自由選択ではなく、河川、海湾などに設定された水質基準を達成する事を第一義として、少な

くとも市街化区域を網羅して策定する事と義務付けられ水質汚濁防止の決め手として位置付けられまし

た。

このような時代背景のなか、熊本市では第三代辛島格市長が明治 年市議会に「上下水道いずれを

先行すべきか」について諮問したのに対し、議会は「収入の伴う上水道を先行すべし」と答申し、上水道が

着手され下水道整備は見送られました。

その後、大正 ～ 年にかけて腸チフスが大流行し、改めて下水道の必要性の認識が高まりました。

昭和 年には、九州帝国大学教授西田精博士の指導により、当時としてはかなり精度の高い「熊本市改良

下水道計画」が完成しました。しかしながら、これも主に経済的な理由により実現に至りませんでした。

第二次世界大戦後の昭和 年、戦災復興事業の一環として戦火に見舞われた中心市街地などを対象

に面積 、計画人口 余人で下水道事業がスタートしました。昭和 年には全体計画にも着手

し、排水面積 、計画人口 万人、事業費 億円として市議会の成案を受けました。

また、同じ昭和 年 月には白川の氾濫による未曾有の大水害に見舞われ、この水害で市街地が壊滅

的な被害を受けたことから、下水道整備への世論が高まり、事業を軌道にのせることが出来ました。

昭和 年代には、浸水排除を主眼とした本格的な整備に移行し、さらに公共用水域の水質保全が問わ

れる中、昭和 年、それまでの合流式下水道から分流式での整備に転換し、計画区域を随時拡大し、事

業を推進していきました。

特に、当時急速な市街化の進展により、熊本市の湧水のシンボル的な存在である江津湖は流域の藻器

堀川、健軍川等に流れ込む生活雑排水で水質が悪化し、瀕死の状態に追い込まれ、市民の間で生態系

への影響が懸念されるなど、対策が強く求められていました。

そこで、市は官民一丸となっての「江津湖クリーン作戦」を展開し、下水道では江津湖流域内の整備を重

点的に行うため、モデル事業の採択を受け、昭和 年から平成 年までに 以上の整備を短期間で

行いました。これにより、河川・湖の水質が大幅に改善され、藻器堀川では、平成 年に鮎の自然遡上も確

認されました。

現在、熊本まちづくりの分野別重点プランである「安全で快適な都市基盤の整備」の主軸として、市街化

区域をベースとした下水道整備を行っており、平成 年度末の整備済面積 、処理区域内人口

人、行政人口に対する普及率は ％（外国人登録人口含む）となっています（全国下水道処理

H28.9.10 頃確定 
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人口普及率 ％：平成 年度末）。人口普及率が ％を超えた今では、整備区域の拡大とともに維持

管理にも重点をおいた事業経営に移行する必要があります。このため、維持管理を計画的に効率よく行い、

経営状況を明確にするため、平成 年 月 日から地方公営企業法の一部（財務）を適用し、さらに平成

年 月 日からは、同法の全部を適用するとともに、本市水道局と組織統合し、新たに上下水道局とし

てスタートしました。

今後は、整備（未普及区域の解消）を進めるとともに、管渠、処理施設の老朽化に伴う改築・更新や都市

化の進展に伴う浸水被害の解消、処理水・汚泥・消化ガスの有効利用等について、平成 年度策定した

「熊本市上下水道事業経営基本計画」に基づき、計画的かつ効率的に取り組んでいきます。

＊ 平成 年度、熊本市の普及率の減少は、旧飽託郡 町合併による。

＊ 平成 年度の熊本市の普及率の減少は、旧植木町、旧城南町合併による。

＊ 平成 年度の全国普及率は、東日本大震災の影響で調査不能な市町村があるため、岩手県・宮城県・福島県の 県を除く。

＊ 平成 年度の全国普及率は、東日本大震災の影響で調査不能な市町村があるため、岩手県・福島県の 県を除く。

＊ 平成 年度からの全国普及率は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村があるため福島県を除く。

 

差替え 
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２　下水道法認可・都市計画決定の推移
月 主な事項

昭和 戦災復興区画整理事業の一環として市役所周辺の市街地に認可を受
け、下水道事業に着手
対象面積278ha、対象人口48,886人、事業費167,000千円

都市計画決定　対象面積44ha

下水道法変更認可
対象面積640ha、対象人口118,121人、事業費1,316,011千円

都市計画の変更
対象面積2,548ha、対象人口320,000人

下水道法変更認可
対象面積711ha、対象人口134,298人、事業費2,119,763千円

下水道法変更認可
対象面積990ha、事業費6,571,833千円
都市計画の変更
対象面積2,612ha、対象人口378,239人

下水道法変更認可
対象面積1,053ha、事業費11,779,988千円

熊本市公共下水道基本計画策定　面積9,772ha

都市計画の変更
面積2,730ha

下水道法変更認可
対象面積2,260ha、対象人口163,500人、事業費81,542,057千円

熊本市公共下水道基本計画変更
面積10,034ha

都市計画の変更
面積4,735ha

下水道法変更認可
対象面積3,393ha、対象人口242,600人、事業費128,631,657千円

下水道法変更認可
対象面積3,510ha、対象人口250,000人、事業費145,571,037千円

都市計画の変更
面積7,218ha（北部流域関連処理区1,652ha含む）
熊本北部流域関連公共下水道の下水道法認可
対象面積503ha、対象人口31,800人、事業費18,784,000千円

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積4,779ha、対象人口318,100人、事業費148,894,437千円

年（西暦）
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月 主な事項

昭和 熊本市公共下水道基本計画変更
面積10,080ha
都市計画の変更
面積7,292ha

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積5,013ha、対象人口328,400人、事業費164,927,841千円

下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積503ha、対象人口31,800人、事業費20,488,000千円

平成 都市計画の変更
面積8,778ha

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積6,949ha、対象人口451,200人、事業費230,460,422千円
下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積912ha、対象人口53,000人、事業費29,646,400千円

旧飽託4町合併に伴い、北部町下水道計画区域の編入
対象人口65,600人、事業費32,750,628千円

都市計画の変更
面積9,392ha

下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積1,548ha、対象人口73,100人、事業費44,051,628千円

熊本市公共下水道基本計画変更
計画面積12,750ha、計画人口738,628人

都市計画の変更
面積12,389ha

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積8,899ha、対象人口522,400人、事業費310,330,904千円

武蔵ヶ丘処理区の廃止（63ha）、北部流域関連処理区に編入
下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積2,306ha、対象人口101,600人、事業費65,678,799千円
下水道法変更認可
対象面積8,932ha、対象人口515,700人、事業費319,001,121千円

都市計画の変更
西部浄化センター放流渠

処理水再利用基本計画策定

下水道法変更認可
対象面積8,932ha、対象人口515,700人、事業費350,443,200千円

熊本市公共下水道基本計画変更
計画面積12,280ha、計画人口718,000人

年（西暦）
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月 主な事項

平成 下水道法変更認可
処理水再利用計画

都市計画の変更
面積　　汚水12,511ha、雨水12,455ha

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費418,471,651千円
下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積2,278ha、対象人口122,710人、事業費61,720,293千円

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費419,450,851千円
合流式下水道改善計画の追加

下水道法変更認可（単独公共）
対象面積8,859ha、対象人口516,450人、事業費420,885,851千円
南部浄化センター汚泥焼却炉（1号炉）の廃止
下水汚泥乾燥施設の東部環境工場への設置

下水道法変更認可（北部流域関連）
対象面積2,278ha、対象人口123,000人、事業費58,867,263千円

旧富合町との合併に伴い富合処理区域の編入

熊本市公共下水道基本計画変更
　計画面積（熊本市12,280ha＋旧富合町425ha）12,705ha
　計画人口（熊本市706,000人＋旧富合町9,000人）715,000人
　事業費　（628,411,000千円＋16,279,600千円）　
下水道法変更認可
　計画面積（熊本市11,136.1ha＋旧富合町220.8ha）11,356.9ha
　計画人口（熊本市639,450人＋旧富合町4,640人）642,090人
　事業費　（420,885,851千円＋7,859,269千円）　

都市計画の変更
面積　　汚水12,511ha
　　　　雨水12,457ha
　　　　（加勢川第6排水区　雨水調整池追加）

熊本市公共下水道基本計画変更
　計画目標年次　平成32年→平成40年
　人口減少及び社会情勢の変化に伴うフレーム・原単位の変更

下水道法認可変更
対象面積　汚水9,947ha、対象人口526,870人
　　　　　事業費375,624,051千円
ポンプ施設
　花畑ポンプ場　　廃止
　新花畑ポンプ場　追加
処理施設
　中部浄化センターに消化ガス発電設備を追加
　東部浄化センターに高度処理施設を追加
　南部浄化センターに汚泥固形燃料化施設を追加

年（西暦）
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月 主な事項

貯留施設
　中部浄化センター、東部浄化センター、及び坪井ポンプ場に
　雨水滞水池を追加
植木町・城南町と合併
計画面積（熊本市12,705ha＋旧植木町423ha＋旧城南町550ha）
　　　　　13,678ha
計画人口（熊本市647,000人＋旧植木町14,600人＋旧城南町16,400人）
　　　　　678.000人
事業費　（熊本市256,473,572千円＋旧植木町6,615,600千円＋
　　　　　旧城南町9,464,000千円）272,553,172千円

下水道法認可変更(北部流域関連）
対象面積　2,315ha、対象人口120,600人、事業費53,758,917千円

都市計画法認可変更(北部流域関連）
対象面積　2,285ha、対象人口119,200人、事業費53,285,737千円

下水道法認可変更(単独公共：城南町）
対象面積　436ha、対象人口11,300人、事業費13,584,550千円

下水道法認可変更(流域関連：植木町）
対象面積　215ha、対象人口7,500人、事業費5,973,300千円

下水道法認可変更（単独公共）
処理・排水区域の変更
面積　　汚水9,497ha、雨水8,975ha
　　　　（坪井川第3排水区　雨水調整地追加）
管渠延長の変更
延長　　汚水226,990ｍ（新花畑P、内田Pによる変更）
　　　　合流　7,130ｍ（新花畑Pによる変更）
　　　　雨水108,370ｍ（加勢川第6排水区による変更）
ポンプ施設
　内田ポンプ場（汚水）追加
貯留施設
　坪井ポンプ場　雨水滞水池　削除
　加勢川第6排水区　雨水調整池　変更
　坪井川第3排水区　雨水調整池　追加
対象面積9496.1ha、対象人口526,870人、事業費390,177,426千円

都市計画の変更
熊本都市計画下水道の変更
　汚水　約13,233ha(排水区域の変更、植木ポンプ場の名称変更）
　雨水　約12,812ha

熊本市公共下水道全体計画変更
　計画目標年次　平成40年度
　計画区域面積　13,724ha
　計画処理人口　666,300人

下水道法事業計画変更（単独公共）
処理・排水区域の変更
面積　　汚水10,106ha、雨水9,352ha
　　　　

年（西暦）
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月 主な事項

管渠延長の変更
延長　　汚水251,990ｍ
　　　　合流　7,130ｍ
　　　　雨水114,530ｍ
対象人口535,650人、事業費426,706,276千円

下水道法事業計画変更（北部流域関連）
処理・排水区域の変更
面積　　2,631ha
管渠延長の変更
延長　　汚水58,580ｍ
処理人口125,700人、事業費62,484,996千円

下水道法事業計画変更（他団体接続：富合町）
処理・排水区域の変更
面積　　288.8ha
管渠延長の変更
延長　　12,640ｍ
対象人口4,750人、事業費10,036,007千円

下水道法事業計画変更（単独公共）
処理・排水区域の変更
面積　汚水10,160ha、雨水9,352ha（0.03ha追加）
処理方法の変更
　東部浄化センター

年（西暦）
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３ 　全体計画
（１）計画区域

《全体計画》

基　本　計　画 排　除　方　式

処理面積（ha） 　合流
処理人口（人） （６４３ha）
汚水ポンプ（箇所） 　分流
雨水ポンプ（箇所） （９０５ha）
汚水・雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ（箇所）
処理面積（ha） 　合流
処理人口（人） （２１６ha）
汚水ポンプ（箇所） 　分流
雨水ポンプ（箇所） － (４,１３６ha)
汚水・雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ（箇所） １
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人）
汚水ポンプ（箇所）
雨水ポンプ（箇所） －
汚水・雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ（箇所）
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人）
汚水ポンプ（箇所）
雨水ポンプ（箇所）
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人）
汚水ポンプ（箇所） －
雨水ポンプ（箇所） －
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人） （宇土市終末処理場へ）

汚水ポンプ（箇所）
雨水ポンプ（箇所） －
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人）
汚水ポンプ（箇所） －
雨水ポンプ（箇所） －
処理面積（ha）
処理人口（人）
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人） （熊本北部浄化センターへ）

汚水ポンプ（箇所）
雨水ポンプ（箇所） －
処理面積（ha） 　分流
処理人口（人） （熊本北部浄化センターへ）

汚水ポンプ（箇所）
雨水ポンプ（箇所） －
処理面積（ha）
処理人口（人）
処理面積（ha）
処理人口（人）

小計

合計

　将来の都市像の予想に基づく今後の下水道整備のあり方を検討するため、平成40年度を目標とした熊本市公
共下水道全体計画の見直しを平成24年度に行った。
　本市の公共下水道は、平成22年3月に合併した旧城南町・旧植木町を加えた市域(39,032ｈａ）のうち、市街化区
域を中心に周辺集落を含めた区域を全体計画区域（13,724ｈａ）と定めている。この基本計画区域を中部・東部・
南部・西部・北部・河内・富合・城南及び植木の9つの処理区分に分割し、効率的に整備を行い、その他の市域を
農業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置事業で整備を行なうこととしている。また、計画区域のうち河内処理
区を除く8つの処理区においては供用を開始している。

区　　　　　分

中部処理区

東部処理区

北部処理区
（北部流域関連）

植木処理区
（北部流域関連）

南部処理区

富合処理区

城南処理区

小計

西部処理区

河内処理区
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（２）計画汚水量

《処理区分別計画汚水量》

処理人口（人）

処理面積（ｈａ）

　上水道の給水計画、土地利用形態等を考慮し、生活汚水量、営業排水量、その他汚水量、地下水量及び工場
排水量に区分し、それぞれの水量を積み上げて算出した。

―

―

―

―

――

――― ――

――

―― ――

時間最大

日　平　均

―

―

―

―

日　最　大

合　計
河内
処理区

北部
処理区

西部
処理区

富合
処理区

城南
処理区

植木
処理区

南部
処理区

東部
処理区

中部
処理区

そ
の
他
汚
水
量

計

画

汚

水

量

㎥

／

日

地
下
水
量

工
場
排
水
量

合

計

採
用
値

日　最　大

時間最大

日　平　均

日　最　大

日　平　均

日　平　均

日　最　大

時間最大

日　平　均

時間最大

日　平　均

日　最　大

時間最大

時間最大

時間最大

日　最　大

日　平　均

日　最　大

生
活
汚
水
量

営
業
汚
水
量

処理区名
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（３）計画雨水量

確　 率 　年 ５年確率 ※城南は７年確率

確率強度公式 I=6,060/t+41（60mm/時） *注1

（注1）

河川流域ブロック別流出係数　*注２

（注2） 雨水渠設計に用いる流出係数は地域特性を考慮して必要に応じ排水区（吐口）単位に決定するものとする。

　熊本市では、最低限の対応として地域への重大な被害の発生は回避するべく、過去の大水害発生時
の時間最大降雨量を目安に確率年を設定した。具体的には昭和28年の白川大洪水（59.2mm/時）及び
昭和55年の8.30水害（56.0mm/時）の時間雨量を目安とし、10分間雨量20mm、１時間雨量60mmの降雨
に対応可能な施設計画とするべく、確率年を5年と設定した。

採用時間雨量強度公式は、岩井法による10分、60分の確率雨量（試料：熊本地方気象台S.16～H.10の58年
間）から最小二乗法により算出した値を採用した。
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４　全体計画と事業計画

面積（ha) 人口（人） 水量（ｍ /日） 面積（ha) 人口（人） 水量（ｍ /日）

中部

東部

南部

西部

河内

富合

城南

小計

熊本（北部流域関連）

植木（北部流域関連）

小計

合計

全体計画 事業計画

　熊本市の将来の都市像を想定し、将来的な下水道整備の計画として｢全体計画｣を定めています。
　全体計画の区域のうち、下水道法に基づく予定処理区域の下水道整備を進めています。昭和23年
278haでスタート以来区域の拡大を重ね、現在の事業計画の区域面積は13,026haであり、整備済み
面積は11,652haとなっています。この区域について、早期整備完了を目指し事業を進めています。

（最新計画変更　H25年3月） （最新事業計画変更　H27年11月）
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５　下水道関連年表
月 主な事項

明治

大正 上記諮問に対し「収入の伴う上水道を先行するを可とする」との市議会答申

腸チフスの流行により、下水道の必要性の認識高まる（～T15）

昭和 九州帝大教授西田精博士の指導を受け、熊本市改良下水道の調査着手

戦災復興区画整理事業の一環として市役所周辺の市街地に認可を受け

下水道に着手。対象面積278ha、対象人口48,886人、事業費167千円。

下水道課新設　職員25人

下水道使用料改定

下水道使用料徴収開始

西部汚水処理場の建設に着手

西部汚水処理場の処理開始、熊本市水洗便所改造資金貸付規則施行

下水道事業受益者負担金徴収開始

下水道課を下水道管理課と下水道建設課に分割　職員100人

秋津下水処理場の建設に着手

熊本市下水道条例公布（同名の旧条例は廃止）

同条例施行

機構改革に伴い下水道部に昇格　職員113人

下水道管理課・下水道建設課・西部汚水処理場にて構成

「熊本市共同排水設備助成規則」公布、施行

下水道部に秋津下水処理場を新設

下水道部を再編成　職員113人

下水道建設課を下水道建設課と下水道計画課に分割

西部汚水処理場を蓮台寺下水処理場に改称

秋津下水処理場の処理開始

熊本市生活扶助世帯水洗便所改造助成規則公布、施行

蓮台寺下水処理場を農業用水再利用へ実用化する試験に着手

熊本市都市計画下水道受益者負担に関する条例公布

同条例施行

下水道使用料改定

私道に対する公共下水道布設取扱要綱制定

熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付規則公布

同規則施行

蓮台寺処理場処理水農業用水再利用に向け現地実証試験開始(～S59)

川尻下水処理場の建設に着手

下水道使用料改定

熊本北部流域関連公共下水道の建設着手

蓮台寺処理場処理水の農業用水再利用実用化

対象田225ha、対象戸数529戸

供給水量25,000～30,000㎥/日（6月中旬～10月中旬）

アピール下水道「水前寺、江津湖クリーン作戦」採択

（モデル期間　昭和61年度～平成2年度）

川尻下水処理場処理開始

川尻下水処理場　汚泥焼却炉の建設に着手

平成 元 下水道使用料改定

熊本北部流域下水道浄化センターの処理開始

川尻下水処理場汚泥焼却炉（30ｔ/日）運転開始

小島下水処理場の建設に着手

第３代　辛島　格市長「上水道・下水道いずれかを先に実施すべきか」市議会に諮問

調査報告書完成。熊本市改良下水道計画ができたが、事業費は400万円の巨額を要す
るため、財政上の理由により事業は実現せず。

年（西暦）
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５　下水道関連年表
月 主な事項

明治

大正 上記諮問に対し「収入の伴う上水道を先行するを可とする」との市議会答申

腸チフスの流行により、下水道の必要性の認識高まる（～T15）

昭和 九州帝大教授西田精博士の指導を受け、熊本市改良下水道の調査着手

戦災復興区画整理事業の一環として市役所周辺の市街地に認可を受け

下水道に着手。対象面積278ha、対象人口48,886人、事業費167千円。

下水道課新設　職員25人

下水道使用料改定

下水道使用料徴収開始

西部汚水処理場の建設に着手

西部汚水処理場の処理開始、熊本市水洗便所改造資金貸付規則施行

下水道事業受益者負担金徴収開始

下水道課を下水道管理課と下水道建設課に分割　職員100人

秋津下水処理場の建設に着手

熊本市下水道条例公布（同名の旧条例は廃止）

同条例施行

機構改革に伴い下水道部に昇格　職員113人

下水道管理課・下水道建設課・西部汚水処理場にて構成

「熊本市共同排水設備助成規則」公布、施行

下水道部に秋津下水処理場を新設

下水道部を再編成　職員113人

下水道建設課を下水道建設課と下水道計画課に分割

西部汚水処理場を蓮台寺下水処理場に改称

秋津下水処理場の処理開始

熊本市生活扶助世帯水洗便所改造助成規則公布、施行

蓮台寺下水処理場を農業用水再利用へ実用化する試験に着手

熊本市都市計画下水道受益者負担に関する条例公布

同条例施行

下水道使用料改定

私道に対する公共下水道布設取扱要綱制定

熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付規則公布

同規則施行

蓮台寺処理場処理水農業用水再利用に向け現地実証試験開始(～S59)

川尻下水処理場の建設に着手

下水道使用料改定

熊本北部流域関連公共下水道の建設着手

蓮台寺処理場処理水の農業用水再利用実用化

対象田225ha、対象戸数529戸

供給水量25,000～30,000㎥/日（6月中旬～10月中旬）

アピール下水道「水前寺、江津湖クリーン作戦」採択

（モデル期間　昭和61年度～平成2年度）

川尻下水処理場処理開始

川尻下水処理場　汚泥焼却炉の建設に着手

平成 元 下水道使用料改定

熊本北部流域下水道浄化センターの処理開始

川尻下水処理場汚泥焼却炉（30ｔ/日）運転開始

小島下水処理場の建設に着手

第３代　辛島　格市長「上水道・下水道いずれかを先に実施すべきか」市議会に諮問

調査報告書完成。熊本市改良下水道計画ができたが、事業費は400万円の巨額を要す
るため、財政上の理由により事業は実現せず。

年（西暦）

月 主な事項年（西暦）

平成 各処理場の名称変更

蓮台寺下水処理場　→　中部浄化センター

秋津下水処理場　　→　東部浄化センター

川尻下水処理場　　→　南部浄化センター

小島下水処理場　　→　西部浄化センター

下水道資料展示コーナー開設（東部浄化センター内）

下水道技術センター設立

楠団地処理場　用地所管替え　6,136.44㎡（教育委員会施設課）

南部浄化センター2号汚泥焼却炉建設開始

中部浄化センター処理水の蓮根栽培用水利用への実用化試験に着手

下水道使用料改定

下水道施設改築基本計画策定

武蔵ヶ丘団地処理場の廃止（処理場敷地4,040㎡）

北部流域関連処理区へ切り替え

私道に対する公共下水道布設取扱要綱改定

南部浄化センター2号汚泥焼却炉（50ｔ/日）運転開始

熊本市西部浄化センター処理水放流及び水産振興検討委員会設置

下水道台帳システム事前調査着手

下水道使用料改定

西部浄化センター処理水放流の関係7漁業協同組合と覚書締結

下水道着手50周年記念行事

建設大臣賞｢甦る水100選｣に"甦れ江津湖、下水道クリーン作戦"が選ばれ受賞

下水道使用料改定

西部浄化センター処理開始

（当初より運転管理業務は民間へ委託）

下水道施設改築基本計画（変更）策定

新世代下水道支援事業　水環境創造事業　

　水循環再生型（梅洞地区・小島地区・高砂地区）採択

加勢川第６排水区（東町地区雨水貯留浸透事業）

　“ウォーター・コントロール・スクラム事業”

　（実施期間　平成16年度～平成19年度）

熊本市下水道事業運営審議会の設置

合流式下水道緊急改善計画承認

熊本市下水道事業「中・長期経営計画」に関する意見書答申

地域再生計画認定

“熊本市「水と緑の都」水循環再生計画”

（事業期間　平成17年度～平成21年度）

熊本市下水道事業「中・長期経営計画」の策定

下水道使用料改定

熊本市下水道事業の設置等に関する条例公布

下水道施設改築基本計画の一部変更

1号焼却炉（汚泥乾燥施設）の改築更新の追加

施設改築計画の計画年次、工事費の見直し

熊本市下水道事業会計規則公布

熊本市下水道事業の設置等に関する条例施行

熊本市下水道事業会計規則施行（地方公営企業法の一部（財務）適用）

熊本市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例公布

下水道施設改築基本計画の一部変更

南部浄化センター1号汚泥焼却炉運転停止（廃止）

浸水対策重点6地区の整備計画の承認

汚泥処理処分計画の見直し承認（ゴミ混焼→燃料化リサイクル率100%）
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月 主な事項年（西暦）

平成 熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例施行

熊本市下水道事業の設置等に関する条例廃止

（地方公営企業法の全部適用・上下水道局の設置）

河川課へ下水道事業（雨水）の移管

南部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始

熊本市合流式下水道緊急改善計画　同意

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（旧富合町の基本計画見直しに伴う変更）

下水道使用料改定

熊本市下水道事業　「中・長期経営計画」　の策定見直し

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（城南町、植木町の合併に伴う変更）

検針・収納整理・転居等清算業務の民間委託開始

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（熊本市、旧城南町の基本計画見直しに伴う変更）

東日本大震災被災地支援活動（下水道施設被災状況調査）

「横手の井芹川旧河川」が熊本水遺産に登録される

熊本市水の科学館が下水道に関する展示も加えリニューアルオープン

｢熊本市上下水道事業経営基本計画」策定

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区：城東D地区）策定

政令指定都市移行等に伴う機構改革（部制の廃止など）

九州電力によるセーフティネットとしての計画停電の準備

九州北部豪雨災害によりﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場（吉原町・龍田陳内4丁目）浸水被害

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第１期：浄化センター・ポンプ場)策定

熊本市下水道総合地震対策計画　策定

｢熊本市下水道事業基本計画｣策定

南部浄化センター内において下水汚泥固形燃料化施設の運用を開始

中部浄化センターにおいて消化ガス発電事業を開始

東部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始

窓口収納業務の民間委託を開始

上下水道総合管理システムが稼働

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区:城東C･E地区）策定

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第1回変更

新庁舎開所・業務開始

新花畑ポンプ場築造工事竣工（汚水ポンプ4台、雨水ポンプ2台）

熊本市下水道条例一部改正に伴う下水道使用料の改定（平成26年7月徴収分より）

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第2回変更

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第3回変更

新世代下水道支援事業 水環境創造事業 水循環再生型(畠口地区)採択

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区：城東A・B・F地区、東部処理区東町地区）策定

災害対策として白川中学校にマンホールトイレを設置

熊本市公共下水道施設長寿命化計画（第１期：浄化センター・ポンプ場）第４回変更

熊本市公共下水道（合流区域）管路施設長寿命化計画策定

平成28年熊本地震発生

東部浄化センターにおいて消化ガス発電事業を開始

平成28年度（第9回）国土交通大臣賞＜循環のみち下水道賞＞

　レジリエント部門受賞　～熊本地震におけるマンホールトイレの活用～

（2017） 熊本市下水道総合地震対策計画　第1回変更

（2018） 熊本市下水道ストックマネジメント計画策定
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月 主な事項年（西暦）

平成 熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例施行

熊本市下水道事業の設置等に関する条例廃止

（地方公営企業法の全部適用・上下水道局の設置）

河川課へ下水道事業（雨水）の移管

南部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始

熊本市合流式下水道緊急改善計画　同意

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（旧富合町の基本計画見直しに伴う変更）

下水道使用料改定

熊本市下水道事業　「中・長期経営計画」　の策定見直し

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（城南町、植木町の合併に伴う変更）

検針・収納整理・転居等清算業務の民間委託開始

熊本市水道事業等及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正

（熊本市、旧城南町の基本計画見直しに伴う変更）

東日本大震災被災地支援活動（下水道施設被災状況調査）

「横手の井芹川旧河川」が熊本水遺産に登録される

熊本市水の科学館が下水道に関する展示も加えリニューアルオープン

｢熊本市上下水道事業経営基本計画」策定

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区：城東D地区）策定

政令指定都市移行等に伴う機構改革（部制の廃止など）

九州電力によるセーフティネットとしての計画停電の準備

九州北部豪雨災害によりﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場（吉原町・龍田陳内4丁目）浸水被害

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第１期：浄化センター・ポンプ場)策定

熊本市下水道総合地震対策計画　策定

｢熊本市下水道事業基本計画｣策定

南部浄化センター内において下水汚泥固形燃料化施設の運用を開始

中部浄化センターにおいて消化ガス発電事業を開始

東部浄化センターの運転管理業務の民間委託を開始

窓口収納業務の民間委託を開始

上下水道総合管理システムが稼働

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区:城東C･E地区）策定

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第1回変更

新庁舎開所・業務開始

新花畑ポンプ場築造工事竣工（汚水ポンプ4台、雨水ポンプ2台）

熊本市下水道条例一部改正に伴う下水道使用料の改定（平成26年7月徴収分より）

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第2回変更

熊本市公共下水道施設長寿命化計画(第1期:浄化センター・ポンプ場)第3回変更

新世代下水道支援事業 水環境創造事業 水循環再生型(畠口地区)採択

熊本市下水道長寿命化計画（中部処理区：城東A・B・F地区、東部処理区東町地区）策定

災害対策として白川中学校にマンホールトイレを設置

熊本市公共下水道施設長寿命化計画（第１期：浄化センター・ポンプ場）第４回変更

熊本市公共下水道（合流区域）管路施設長寿命化計画策定

平成28年熊本地震発生

東部浄化センターにおいて消化ガス発電事業を開始

平成28年度（第9回）国土交通大臣賞＜循環のみち下水道賞＞

　レジリエント部門受賞　～熊本地震におけるマンホールトイレの活用～

（2017） 熊本市下水道総合地震対策計画　第1回変更

（2018） 熊本市下水道ストックマネジメント計画策定



６　下水道事業主要指標総括表
行政区域内
人 口

処理区域内
人 口

普 及 率
水 洗 化
人 口

水洗化率 市 域 面 積
整 備 済
面 積

普 及 率
（ 面 積 ）

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ） （Ｃ） （Ｃ／Ｂ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｅ/Ｄ）
人 人 ％ 人 ％ ％

昭和

平成 元

 年度

区分 浄 化
ｾ ﾝ ﾀ ｰ

ポ ン プ
場 数

ポ ン プ
場 数

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 数
汚水・雨水
ま す 数

管 路
延 長

年 間
総 処 理 水 量

下水道使用料

（市営のみ） （中継ポンプ場） （雨水ポンプ場） （市営浄化センターのみ） （税抜）

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 kｍ ㎥ 円
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６　下水道事業主要指標総括表
行政区域内
人 口

処理区域内
人 口

普 及 率
水 洗 化
人 口

水洗化率 市 域 面 積
整 備 済
面 積

普 及 率
（ 面 積 ）

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ） （Ｃ） （Ｃ／Ｂ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｅ/Ｄ）
人 人 ％ 人 ％ ％

昭和

平成 元

 年度

区分 浄 化
ｾ ﾝ ﾀ ｰ

ポ ン プ
場 数

ポ ン プ
場 数

ﾏ ﾝ ﾎ ｰ ﾙ 数
汚水・雨水
ま す 数

管 路
延 長

年 間
総 処 理 水 量

下水道使用料

（市営のみ） （中継ポンプ場） （雨水ポンプ場） （市営浄化センターのみ） （税抜）

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 kｍ ㎥ 円
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2　工　　事Ⅱ　主要工事

（1）建設改良工事の概況（１件2,000万円以上、税込）１　建設改良工事の概況（１件5,000万円以上、税込）

（１）管渠布設事業

工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）

都市計画事業　北部汚水5７号
幹線枝線外枝線下水道築造工
事（６２０３工区）

管きょ工
　（開削）                                  　1119.3ｍ
　（圧送管）　                                  97.9ｍ
マンホール工　69箇所

（繰越）

都市計画事業　西部汚水１１号
幹線枝線外枝線下水道築造工
事（６３０７工区）

管きょ工
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　　58.0ｍ
　（塩ビ管布設工φ200）　　　　　　　　　205.0ｍ
　（塩ビ管布設工φ150）　　　　　　　　　 82.2ｍ
　（低耐荷力泥土圧推進工VPφ200）　103.2ｍ

（繰越）

都市計画事業　西部汚水１７号
幹線及び枝線下水道築造工事
（６２１４工区）

管きょ工
　（高耐荷力泥土圧式推進工RSφ350）　437.0ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ350）　　　　　　　　9.9ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ150）　　　　　　　57.4ｍ

（繰越）

都市計画事業　北部汚水５７号
幹線枝線下水道築造工事（６２
１６工区）

管きょ工
　（塩ビ管布設工φ200）　　　　　　　　　527.9ｍ
　（低耐荷力推進工法圧入式φ200）　252.0ｍ

（繰越）

都市計画事業　西部汚水１７号
幹線枝線下水道築造工事（６２
０７工区）

管きょ工
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　305.9ｍ
　（低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工
　　φ200）　　　　　　　　　　　　　　　　　493.3ｍ
　（鋼製さや管ボーリング（一重）取付管推進工
　　φ250）　　　　　　　　　　　　　　　　　　29.2ｍ

（繰越）

都市計画事業　鳥場汚水幹線
及び枝線下水道築造工事（６２
１８工区）

管きょ工
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　710.1ｍ
　（低耐荷力圧入式推進工φ200）　　 298.5ｍ
　（低耐荷力泥土圧式推進工φ200）　160.5ｍ
　（鋼管さや管ボーリング式推進工φ300-200）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.0ｍ

（繰越）

都市計画事業　鳥場汚水幹線
枝線外枝線下水道築造工事（６
２１９工区）

管きょ工
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　448.4ｍ
　（高耐荷力泥土圧式推進工φ250） 　98.5ｍ
　（低耐荷力圧入式推進工φ200）　　 201.0ｍ
　（鋼管さや管ボーリング式推進工φ300-200）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.0ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ150）　　　　　210.3ｍ

（繰越）

都市計画事業　東部汚水４８号
幹線及び枝線外枝線下水道築
造工事（６２０４工区）

管きょ工
　（低耐荷力泥土圧方式推進工VPφ300）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293.1ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　　67.3ｍ
　（塩ビ管布設工φ200）　　　　　　　　　199.7ｍ

（繰越）

都市計画事業　東部汚水４８号
幹線及び枝線外枝線下水道築
造工事（６２０５工区）

管きょ工
　（低耐荷力泥土圧方式推進工VPφ300）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114.4ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　257.4ｍ
　（低耐荷力圧入ニ工程方式推進工VPφ200）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.8ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ150）　　　　　111.6ｍ
　（ポリエチレン管布設工φ75）　　　　　 46.5ｍ

(単位　円)
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工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）

都市計画事業　舞尾汚水幹線
枝線外枝線下水道築造工事（６
２３２工区）

管きょ工
　（塩ビ管布設工φ150）　　　　　　　　　1400.6ｍ
　（低耐荷力方式圧入方式ニ工程式推進工
　　φ150）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 303.0ｍ
　（圧送管布設工φ75）　　　　　　　　　　 139.2ｍ

（繰越）

都市計画事業　西部浄化セン
ター放流管布設工事（その１）
（６６０２工区）

管きょ工
　（開削：DCIPφ700）　　　　　　　　　　　　609.0ｍ
　（推進：鋼管さや管工法φ800）　　　　　　10.6ｍ
立坑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4箇所

（繰越）

都市計画事業　西部汚水１７号
幹線下水道築造工事（６２１５工
区）

管きょ工
　（高耐荷力泥土圧式推進工　泥土圧式
　　圧送排土方式φ350）　　　　　　　　　　317.9ｍ
立坑工（φ2000 3箇所　φ1500 1箇所）　補4箇所

（繰越）

都市計画事業　赤見汚水幹線
及び枝線外枝線下水道築造工
事（６２２１工区）

管きょ工
　（低耐荷力泥水式推進工VPφ200）　　335.5ｍ
　（ボーリング方式・一重ケーシング推進工SP
　　φ250）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.0ｍ
　（低耐荷力圧入ニ工程式推進工VPφ150）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176.5ｍ
　（開削：圧送管　PE・DCIPφ100）　　　　412.6ｍ
　（開削：PRPφ200）　　　　　　　　　　　　 134.6ｍ
　（開削：PRPφ150）　　　　　　　　　　　　 220.7ｍ

（繰越）

都市計画事業　阿高汚水幹線
枝線外枝線下水道築造工事（６
２２０工区）

管きょ工
　（開削：塩ビ管布設工）　　　　　　　　　1289.8ｍ
　（開削：リブ付塩ビ管布設工）　　　　　　181.3ｍ

（繰越）

都市計画事業　西部浄化セン
ター放流管布設工事（その２）
（６６０３工区）

管きょ工　（開削）　　　　　　　　　　　　　　396.4ｍ
　　　　　　（推進）　　　　　　　　　　　　　　　87.8ｍ
立坑工　 （発進）　　　　　　　　　　　　　　　 1箇所
　　　　　  （到達）　　　　　　　　　　　　　　　 1箇所

（繰越）

都市計画事業　西部汚水１７号
幹線及び枝線下水道築造工事
（６２０８工区）

管きょ工
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　　　65.0ｍ
　（低耐荷力方式泥水方式一工程式推進工
　　φ400）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 264.3ｍ
　（低耐荷力方式泥土圧方式一工程式推進工
　　φ200）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25.3ｍ
　（低耐荷力圧入ニ工程推進工φ200）　　56.2ｍ
　（鋼製さや管ボーリング（一重）取付管推進工
　　φ300）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48.7ｍ

（繰越）

都市計画事業　南部汚水４号幹
線及び枝線下水道築造工事（６
２２３工区）

管きょ工
（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　　　222.8ｍ
（低耐荷力管推進工法泥土式VPφ200）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87.7ｍ
（低耐荷力管推進工法泥水排土方式VPφ250）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115.4ｍ
（ポリエチレン管布設工φ150）　　　　　　　48.8ｍ

都市計画事業　東部汚水４８号
幹線及び枝線外枝線下水道築
造工事（７２０８工区）

管きょ工
　（低耐荷力泥土圧推進工VPφ200）　　292.1ｍ
　（鋼製さや管ボーリング（二重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工
　　SP400（VUφ200））　　　　　　　　　　　　25.0ｍ
　（ポリエチレン管布設工φ150）　　　　　 109.7ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ200）　　　　　　 609.8ｍ
　（リブ付塩ビ管布設工φ150）　　　　　　　　8.8ｍ
　（鋼管さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（一重ｹｰｼﾝｸﾞ）推進工
　　SP300（VU200））　　　　　　　　　　　　　　 4.9ｍ
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工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

第18-

号

管渠長寿命化対策（東町地区）
管渠改築工事

布設替え工
開削工　φ250～φ600　L=106.8ｍ
部分布設替え工
開削工　φ250～φ300　L=　5.7ｍ
管渠内面被覆工
反転・形成工法（自立管）φ250～φ700
　　　　　　　　　　　　Ｌ=203.7ｍ

Ｈ29.09.06
Ｈ30.03.16

第18-

号

管渠長寿命化対策（城東A地区
外）管渠改築工事

布設替え工
開削工　φ250～φ400　L=62.2ｍ
管渠内面被覆工
反転・形成工法（自立管）φ250～φ600
　　　　　　　　　　　　Ｌ=431.9ｍ

Ｈ29.08.31
Ｈ30.02.28

第18-

号

管渠長寿命化対策（城東F地区
外）管渠更生工事

管渠内面被覆工
反転・形成工法（自立管）φ250～φ700
                        Ｌ=480.5ｍ

Ｈ29.01.26
Ｈ29.10.31

第18-

号

管渠長寿命化対策（東町地区）
管渠更生工事

管渠内面被覆工
反転・形成工法（自立管）φ200～φ600
                        Ｌ=1,344.5ｍ

Ｈ29.03.30
Ｈ30.02.28

（２）ポンプ場築造事業 (単位　円)

工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）

内田ポンプ場築造（土木）外工
事（５６０１工区）（平成27年度債
務負担行為設定）

管きょ工（開削）　（小口径推進）　　 　1式
マンホール工　　　　　　　　　　　　　　　1式
立坑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
敷地造成土工　　　　　　　　　　　　　　 1式
本体作業土工　　　　　　　　　　　　　　 1式
本体築造工　　　　　　　　　　　　　　　　1式
擁壁工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

（平成27年度）

（平成28年度）

（計）

（繰越）

都市計画事業　江津ポンプ場
主ポンプその他機械設備工事
（６００９工区）（平成28年度債務
負担行為設定）

汚水設備
　汚水ポンプ設備　　　　　　　　　　　　　1式
　沈砂池設備　　　　　　　　　　　　　　　 1式
雨水設備
　雨水ポンプ設備　　　　　　　　　　　　　1式

（平成28年度）

（平成29年度）

（計）

（繰越）

都市計画事業　江津ポンプ場
主ポンプその他電気設備工事
（６０１０工区）（平成28年度債務
負担行為設定）

汚水設備
　受変電設備　　　　　　　　　　　　　　　　1式
　運転操作設備　　　　　　　　　　　　　　 1式
　計装設備　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
雨水設備
　自家発電設備　　　　　　　　　　　　　　 1式
　運転操作設備　　　　　　　　　　　　　　 1式
　計装設備　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

（平成28年度）

（平成29年度）

（計）

（３）処理場築造事業 (単位　円)

工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）

中部浄化センター非常用発電
設備その他工事（６００５工区）
（平成28年度債務負担行為設
定）

非常用発電機　　　　　　　　　　　　　　　1式
運転操作設備　　　　　　　　　　　　　　　1式
計装設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
中央監視制御設備　　　　　　　　　　　　1式
建築付帯設備　　　　　　　　　　　　　　　1式

（平成28年度）

（平成29年度）

（計）
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工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）

都市計画事業　城南町浄化セ
ンター汚泥脱水機その他電気
設備工事（６００８工区）

運転操作設備　　　　　　　　　　　　　　　1式
計装設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
中央監視制御設備　　　　　　　　　　　　1式

（繰越）

都市計画事業　城南町浄化セ
ンター汚泥脱水機機械設備工
事（６００７工区）

汚泥脱水機機械設備　　　　　　　　　　 1式

（繰越）

都市計画事業　中部浄化セン
ター発電機棟（建築）工事（６００
６工区）

発電機棟新築工事　　　　　　　　　　　　1式
地下燃料タンク構造物新築工事 　　　 1式

（繰越）

都市計画事業　東部浄化セン
ターA－３系反応タンク機械設
備その他工事（６０１３工区）

Ａ-3系反応タンク機械設備　　　　　　　1式
防食工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式

（繰越）

都市計画事業　中部浄化セン
ター汚泥洗浄槽撤去外工事（６
７０５工区）

仮設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1式
構造物撤去工　　　　　　　　　　　　　　 1式
雑工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1式

（繰越）

都市計画事業　東部浄化セン
ターB系消化ガス処理機械設備
工事（７００２工区）【繰越分】

消化ガス発電設備　　　　　　　　　　　　1式

（４）災害復旧事業 (単位　円)

工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第78
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1093.6ｍ
　開削工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　660.4ｍ
　推進工（さや管内径300ｍｍ
　　　　　　挿入管内径200ｍｍ）　　　　　 　10.4ｍ
　管渠更生工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　15.3ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第93
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1479.9ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　　24.3ｍ
　　　　　 （内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　 245.0ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　 520.1ｍ
　　　　　 （内径300ｍｍ）　　　　　　　　　　　12.0ｍ
　推進工（内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　 108.4ｍ
　　　　　 （内径350ｍｍ）　　　　　　　　　　　73.3ｍ
　内管挿入工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　40.3ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第95
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　　808.0ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　 263.7ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第96
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1869.0ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　283.4ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　  26.3ｍ
　推進工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　  91.4ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　 1132.5ｍ
　　　　　 （内径350ｍｍ）　　　　　　　　　　 212.1ｍ
　　　　　 （内径450ｍｍ）　　　　　　　　　　　17.6ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第97
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1545.1ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　 1104.9ｍ
　推進工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　 167.8ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　　  6.4ｍ
　　　　　 （内径400ｍｍ）　　　　　　　　　　 138.8ｍ
　　　　　 （内径600ｍｍ）　　　　　　　　　　　10.3ｍ
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工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第116
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1480.2ｍ
　開削工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　　 　965.2ｍ
　　　　　 （内径350ｍｍ）　　　　　　　　　　　29.9ｍ
　管渠更生工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　26.8ｍ
　　　　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　98.8ｍ
　　　　　　　　 （内径800ｍｍ）　　　　　　　　43.5ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第118
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1411.7ｍ
　開削工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　 464.0ｍ
　推進工（内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　　38.4ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第119
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1305.0ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　 1255.8ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第120
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　2042.0ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　948.7ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　 54.6ｍ
　推進工（内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　433.4ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　276.8ｍ
　　　　　 （内径300ｍｍ）　　　　　　　　　　　97.5ｍ
　　　　　 （内径350ｍｍ）　　　　　　　　　　　 3.4ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第121
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1544.8ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　 861.1ｍ
　　　　　 （内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　　72.4ｍ

（繰越）
下水道　災害復旧工事（第122
号）

下水道管渠復旧延長　　　　　　　　　　　1057.7ｍ
　開削工（内径150ｍｍ）　　　　　　　　　　 588.3ｍ
　　　　　 （内径200ｍｍ）　　　　　　　　　　 120.6ｍ
　　　　　 （内径250ｍｍ）　　　　　　　　　　　28.6ｍ
　　　　　 （内径300ｍｍ）　　　　　　　　　　　61.2ｍ

（４）管渠布設事業(雨水) (単位　円)

工事
番号

工　事　名 施行内容 工事費 工　期

（繰越）
都市計画事業　坪井川第3排水
区雨水調整池遮水壁築造工事
（その2）

遮水壁工（無排泥粘土遮水壁）L=213.2ｍ

（繰越）
都市計画事業　坪井川第3排水
区雨水調整池遮水壁築造工事
（その1）

遮水壁工（無排泥粘土遮水壁）L=196.3ｍ

２　保存工事の概況 (単位　件、円）

数量
工事金額
（円）

工事内容

人孔、小口径汚水桝の改良工事

道路管理者等の工事に伴う公共下水道改良工事

合　　　　　　　　計

公共下水道等緊急工事（清掃・補修）
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Ⅲ　下水道の整備状況

１　下水道の普及状況と面積の推移

単位 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27 Ｈ26 Ｈ25 Ｈ24

人

人

人

人

人

％

*人口は、住民基本台帳登録数(平成23年度までは外国人登録数を含む）をもとに算出している。

*平成26年度に行政区域面積の算出方法の見直しに伴い行政区域面積が拡大している。

２　整備面積 （ha）

Ｈ29末時累計

Ｈ29

Ｈ28

Ｈ27

Ｈ26

Ｈ25

*各年度に整備した面積を示す。
*年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。

３　処理区域面積 （ha）

Ｈ29末時累計

Ｈ29

Ｈ28

Ｈ27

Ｈ26

Ｈ25

*各年度に整備した面積を示す。
*年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。

４　管路整備 （ｍ）

Ｈ29末時累計

Ｈ29

Ｈ28

Ｈ27

Ｈ26

Ｈ25

*各年度に整備した管路延長を示す。
*年度末時累計は、各年度末時の整備済面積を示す。

合計
年度末時
累計

城南
処理区

合計
年度末時
累計

合計
年度末時
累計

中部
処理区

東部
処理区

南部
処理区

西部
処理区

北部
処理区

富合
処理区

植木
処理区

北部
処理区

富合
処理区

植木
処理区

城南
処理区

富合
処理区

北部
処理区

植木
処理区

城南
処理区

中部
処理区

東部
処理区

南部
処理区

西部
処理区

中部
処理区

東部
処理区

南部
処理区

西部
処理区

現在処理区域内人口

行政区域内人口に対する普及率

行政区域内面積

全体計画面積

市街化区域内面積

行政区域内人口

全体計画人口

市街化区域内人口

現在排水区域内人口
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５　都市下水路（雨水幹線）

旧都市下水路一覧表

・2.25×2.25
　  2.4～     0.8

S55～H4
健軍川雨水

7号幹線
月　出

白川雨水14号
及び15号幹線

竜　田
・2.5×3.3～2.1×1.5
・　    1.80～     1.20

S55～H5

井芹川雨水
13号幹線

上熊本
・　     2.0～ 　 1.35

・    4.5×1.4～ 　 4.0×1.3
・  3.90×1.05～1.85×1.85

S57～H1

加勢川雨水
6号幹線

秋　津
     3.50×3.00×2.56

　～
     2.40×2.00×1.127

S38～

S50～

井芹川雨水
10号幹線

山之下
・　   2.2～　 2.0

・2.00×2.00～1.50×1.05
S48～

加勢川雨水
3号幹線

湖　東
底板工

    3.50×3.00×2.56
S47～

白川雨水
8号幹線

新南部
　  1.65～　1.10

1.10×1.30～0.90×1.00
S46～

井芹川雨水
8号幹線枝線

段　山 　 1.50～　0.80
S45～

加勢川雨水5号
及び5-1号幹線

出　水
　  1.50～　 1.00

　1.00×0.80、底張
S42～

健軍川雨水
2号幹線

帯　山
・2.15×1.99～
・1.50×1.45

S39～

・1.8×1.9～
・1.2×1.0

S34～

坪井川雨水
6号幹線

旧井芹川    2.50×1.50×1.70
S35～

　都市下水路とは、市街地において雨水を排除する排水路を整備し局部的な浸水を防止するための施
設であり、本市では昭和33年の高橋都市下水路をはじめとした、13箇所に整備を行ってきた。現在では
全ての計画事業が完了し、雨水幹線の認可を受けている。

雨水幹線
及び枝線名

旧都市
下水路

名

集　水
面　積

計　画
排出量
(㎥/s)

都　決
延　長
(ｍ)

施行済
延　長
(ｍ)

事業内容
執行

事業費
(百万円)

執行年度

坪井川雨水
3号幹線

高　橋
   4.61×3.20×2.30
   1.50×1.20×1.10

S33～

坪井川雨水
5号幹線枝線

春　日

開渠
a×b×c

円形管
直径 

a

b

c ● ×ｂ⇒ b
a

馬蹄形渠
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６　ポンプ場

（1）ポンプ場調書（平成29年度末）

新花畑(合) 250～450 ○ －

坪井(合) － － － － － －

本山(合) － － － － － ○ －

世安(合) ○ －

花畑第2(合) － － － － － － ○ －

島　崎     － － － － － － －

新 島 崎 － － － － － ○ －

和　泉 － － － － － ○ －

湖　東  － － － － － ○

神　水 － － － － － － －

戸井の外 － － － － － － －

渡　瀬 － － － － － ○ －

出　水  － － － － － － －

渡　鹿    － － － － － － －

健　軍 － － － － － － －

渡鹿第2 － － － － － － －

長　嶺  － － － － － ○ －

江　津  － 500～800 ○ －

西 無 田 － － － － － － －

端　地    － － － － － ○ －

沼 山 津 － － － － － － －

下 津 留 － － － － － ○ －

南 熊 本 － － － － － － －

菅　原   － － － － － － －

大　渡   － － － － － － －

流通団地 － － － － － ○ －

平　田  － 800～1,350 － ○

南 高 江 － － － － － ○ －

花　園   － － － － － － －

花園第2  － － － － － － －

小　島  － － － － － ○ －

飛　田  － － － － － ○ －

坪井第2 － － － － － － －

井 川 道 － － － － － ○ －

西　里  － － － － － ○ －

芭 蕉 鶴 － － － － － ○ －

富　合　 － － － － － ○ －

植　木  － － － － － ○ －

春日雨水  － － － － － ○ －

小山田雨水 － － － － － ○ －

新川橋(合)  － － － － － － － 200～400 － －

高橋稲荷ｹﾞｰﾄ － － － － ○ －

＊　ポンプ台数の（　）内数字は、その内の予備ポンプ数。

＊　春日雨水ポンプ・小山田雨水ポンプ・新川橋ポンプ場・高橋稲荷ゲートは河川課及び西部土木センターにて管理。

南

部

西

部

北

部

富合

＊　新川橋ポンプ場及び高橋稲荷ゲートポンプ場は暫定ポンプ場。

西部

中部

植木

＊　ポンプ場名称の後の(合)は合流区域内にあるポンプ場を示す。江津ポンプ場と平田ポンプ場は、雨水分流地区で汚水、雨水併設ポンプ場。

中

部

東

部

防災対策用施設

発電機
2回線
受電口径 揚水量

(㎥/時)
台数
(台)

口径 揚水量
(㎥/時)

 熊本市の地形は、概して北東に高く南西に低いが比較的平坦である。本市は分流式の汚水整備を行っているが、
一部合流式区域をもち、中継ポンプ場（38箇所）、雨水ポンプ場（2箇所）を合わせ40箇所、マンホールポンプ場282
箇所が完成している。

処
理
区

ポンプ場
稼動
年月

計画排
水面積

計画排水量 現有排水能力

晴天時

(㎥/時)

雨天時

(㎥/時)

雨水量

(㎥/時)

汚水ポンプ 雨水ポンプ

台数
(台)
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マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

東(32)保田窪No.3

東(33)中無田

東(34)湖東P前

東(35)藻器堀川橋横

東(36)長嶺町

東(37)長嶺橋前

東(38)江津1丁目

東(39)下南部その1

東(40)出水6丁目

東(41)下南部その2

東(42)下南部その3

東(43)下南部その4

東(44)小楠公園

東(45)下南部団地

東(46)帯山1丁目

東(47)下南部2丁目

東(48)長嶺東

東(49)長嶺東その2

東(50)八反田

東(51)上南部町

東(52)長嶺東その3

東(53)長嶺東その4

東(54)東部青果裏

東(55)秋津3丁目

東(56)若葉No.5

東(57)長嶺東2丁目

東(58)保田窪5丁目

東(59)保田窪3丁目

東(60)若葉No.6

東(61)戸島1丁目

東(62)保田窪本町No.2

東(63)石原3丁目

東(64)秋津1丁目

東(65)秋津3丁目公園

東(66)水前寺3丁目東

東(67)水前寺3丁目西

東(68)戸島7丁目

東(69)江津2丁目

東(70)下江津1丁目

東(71)吉原町

東(72)弓削町№1

東(73)弓削町№2

東(74)鹿帰瀬町

東(75)良町4丁目

東(76)湖東ポンプ場裏

東(77)平山公民館前

東(78)江津1丁目No.2

東(79)下無田No.1

南(1)元三

南(3)川尻公会堂

南(4)近見No.1

南(5)田迎

南(6)外城

南(7)島町

南(8)近見No.2

南(9)杉島No.1

南(10)杉島No.2

南(11)杉島No.3

南(12)杉島No.4

南(13)南熊本5丁目

南(14)白藤5丁目

南(15)護藤町

南(16)御幸木部

西(1)城西No.1

西(2)城西No.2

西(4)慈恵病院寮前

西(5)横手No.2

西(6)京町

西(7)上熊本

西(8)製粉前

西(9)附属中北

西(10)井芹中前

西(11)カンカン坂No.1

西(12)カンカン坂No.2

西(13)花園No.1

西(14)花園No.2

西
　
　
　
部

東
　
　
部

南

　
部

（2）マンホールポンプ場調書（平成29年度末）

中(1)田崎

中(2)二本木No.1

中(3)二本木No.2

中(4)二本木No.3

中(5)横手No.1

中(6)花畑ミニ

中(7)本丸

中(8)千葉城

中(9)出町

中(11)安巳橋

中(12)井出ノ口

中(13)大甲橋

中(15)九品寺No.2

中(16)必由館高校前

中(17)池の上No.1

中(18)池の上No.2

中(19)江原中前

中(20)田崎市場No.1

中(21)田崎市場No.2

中(22)黒髪

中(23)平成

中(24)稗田

中(25)池亀町No.1

中(26)池亀町No.2

中(27)池田3丁目

中(28)池田4丁目No.1

中(29)池田4丁目No.2

中(30)池田2丁目

中(31)蓮台寺3丁目

中(32)池田3丁目No.2

中(33)池田2丁目No.2
中(34)池田2丁目No.3

中(35)池田3丁目No.3

中(36)徳王

中(37)池亀町No.3

中(38)稗田町No.2

中(39)稗田町No.3

雨(1) 水道町

東(1)大江下その2

東(2)渡鹿鶴橋

東(3)大江ブロック壁横

東(4)大江公民館横

東(5)新屋敷

東(6)九品寺No.1

東(7)神水苑裏

東(8)出水1丁目

東(9)水前寺公園裏

東(10)水前寺公園横

東(11)八丁馬場電停横

東(12)湖東No.1

東(13)湖東No.2

東(14)堀の内

東(15)健幹15号

東(16)健幹16号

東(17)健幹17号

東(18)江津湖公園

東(19)健幹11号

東(20)湖東No.3

東(21)湖東No.4

東(22)保田窪本町

東(23)若葉No.1

東(24)保田窪No.1

東(25)小磧橋

東(26)保田窪No.2

東(27)河童堀

東(28)若葉No.2

東(29)若葉No.3

東(30)若葉No.4

東(31)帯山5丁目

マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

中
　
　
部

東
　
　
部
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マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

東(32)保田窪No.3

東(33)中無田

東(34)湖東P前

東(35)藻器堀川橋横

東(36)長嶺町

東(37)長嶺橋前

東(38)江津1丁目

東(39)下南部その1

東(40)出水6丁目

東(41)下南部その2

東(42)下南部その3

東(43)下南部その4

東(44)小楠公園

東(45)下南部団地

東(46)帯山1丁目

東(47)下南部2丁目

東(48)長嶺東

東(49)長嶺東その2

東(50)八反田

東(51)上南部町

東(52)長嶺東その3

東(53)長嶺東その4

東(54)東部青果裏

東(55)秋津3丁目

東(56)若葉No.5

東(57)長嶺東2丁目

東(58)保田窪5丁目

東(59)保田窪3丁目

東(60)若葉No.6

東(61)戸島1丁目

東(62)保田窪本町No.2

東(63)石原3丁目

東(64)秋津1丁目

東(65)秋津3丁目公園

東(66)水前寺3丁目東

東(67)水前寺3丁目西

東(68)戸島7丁目

東(69)江津2丁目

東(70)下江津1丁目

東(71)吉原町

東(72)弓削町№1

東(73)弓削町№2

東(74)鹿帰瀬町

東(75)良町4丁目

東(76)湖東ポンプ場裏

東(77)平山公民館前

東(78)江津1丁目No.2

東(79)下無田No.1

南(1)元三

南(3)川尻公会堂

南(4)近見No.1

南(5)田迎

南(6)外城

南(7)島町

南(8)近見No.2

南(9)杉島No.1

南(10)杉島No.2

南(11)杉島No.3

南(12)杉島No.4

南(13)南熊本5丁目

南(14)白藤5丁目

南(15)護藤町

南(16)御幸木部

西(1)城西No.1

西(2)城西No.2

西(4)慈恵病院寮前

西(5)横手No.2

西(6)京町

西(7)上熊本

西(8)製粉前

西(9)附属中北

西(10)井芹中前

西(11)カンカン坂No.1

西(12)カンカン坂No.2

西(13)花園No.1

西(14)花園No.2

西
　
　
　
部

東
　
　
部

南

　
部

（2）マンホールポンプ場調書（平成29年度末）

中(1)田崎

中(2)二本木No.1

中(3)二本木No.2

中(4)二本木No.3

中(5)横手No.1

中(6)花畑ミニ

中(7)本丸

中(8)千葉城

中(9)出町

中(11)安巳橋

中(12)井出ノ口

中(13)大甲橋

中(15)九品寺No.2

中(16)必由館高校前

中(17)池の上No.1

中(18)池の上No.2

中(19)江原中前

中(20)田崎市場No.1

中(21)田崎市場No.2

中(22)黒髪

中(23)平成

中(24)稗田

中(25)池亀町No.1

中(26)池亀町No.2

中(27)池田3丁目

中(28)池田4丁目No.1

中(29)池田4丁目No.2

中(30)池田2丁目

中(31)蓮台寺3丁目

中(32)池田3丁目No.2

中(33)池田2丁目No.2
中(34)池田2丁目No.3

中(35)池田3丁目No.3

中(36)徳王

中(37)池亀町No.3

中(38)稗田町No.2

中(39)稗田町No.3

雨(1) 水道町

東(1)大江下その2

東(2)渡鹿鶴橋

東(3)大江ブロック壁横

東(4)大江公民館横

東(5)新屋敷

東(6)九品寺No.1

東(7)神水苑裏

東(8)出水1丁目

東(9)水前寺公園裏

東(10)水前寺公園横

東(11)八丁馬場電停横

東(12)湖東No.1

東(13)湖東No.2

東(14)堀の内

東(15)健幹15号

東(16)健幹16号

東(17)健幹17号

東(18)江津湖公園

東(19)健幹11号

東(20)湖東No.3

東(21)湖東No.4

東(22)保田窪本町

東(23)若葉No.1

東(24)保田窪No.1

東(25)小磧橋

東(26)保田窪No.2

東(27)河童堀

東(28)若葉No.2

東(29)若葉No.3

東(30)若葉No.4

東(31)帯山5丁目

マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

中
　
　
部

東
　
　
部
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マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

北(31)四方寄

北(32)梶尾町No.1

北(33)下硯川町No.3

北(34)龍田町弓削No.1

北(36)楠原

北(37)楠野町No.2

北(38)梶尾町No.2

北(40)大窪1丁目

北(41)牧鶴

北(42)東平

北(43)楡木5丁目

北(44)龍田町弓削No.3

北(45)山室3丁目

北(46)山室6丁目

北(47)龍田もえぎ台

北(48)弓削団地

北(49)弓削神社

北(50)坪井6丁目

北(51)龍田4丁目

北(52)龍田町弓削2丁目

北(53)龍田5丁目

北(54)明徳町

北(55)兎谷No.2

北(56)四方寄No.2

北(57)龍田8丁目No.2

北(58)貢町

北(59)飛田4丁目

北(60)楡木6丁目

北(61)硯川町

北(62)改寄町

富（1）平原ＭＰその１

富（2）平原ＭＰその２

富（3）平原ＭＰその３

富（4）榎津ＭＰその１

富（5）榎津ＭＰその２

富（6）木原ＭＰその１

富（7）木原ＭＰその２

富（8）廻江

富（9）清藤

富（10）大町No.1

富（11）大町No.2

富（12）大町No.3

城（1）隈庄

城（2）中宮地

城（3）沈目

城（4）沈目橋

城（5）宮地

城（6）今吉野

城（7）出水公民館前

城（8）出水

城（9）松ノ平

城（10）島田

城（11）下宮地

城（12）阿高No.1

城（13）阿高No.2

城（14）東阿高No.2

城（15）阿高No.3

城（16）東阿高No.1

植（1）仁連塔

植（2）岩野No.1

植（3）岩野No.2

植（4）広住No.1

植（5）広住No.2

植（6）舞尾

植（7）広住No.3

植（8）大和No.1

植（9）大和No.2

植（10）大和No.3

植（11）滴水

植（12）広住No.4

植（13）滴水No.2

植（14）舞尾No.2

植（15）広住No.5

植（17）大和団地

合計 箇所

富
　
　
合

北

部

城
　
　
南

植
　
木

マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

西(15)花園No.3

西(16)慈恵病院北

西(17)小山田

西(18)花園No.4

西(19)花園No.5

西(20)花園No.6

西(21)双子堤

西(22)花園No.7

西(23)花園No.8

西(24)花園3丁目No.1

西(25)島崎4丁目

西(26)花園3丁目No.2

西(27)島崎6丁目

西(28)島崎7丁目

西(29)花園7丁目

西(30)島崎5丁目No.1

西(31)城山大塘町

西(32)花園第3

西(33)戸坂町

西(34)島崎5丁目No.2

西(35)戸坂町No.2

西(36)谷尾崎町No.1

西(37)花園7丁目No.2

西(38)小島7丁目No.1

西(39)小島7丁目No.2

西(40)島崎5丁目No.3

西(41)横手No.3

西(42)上高橋1丁目

西(43)小島5丁目

西(44)島崎7丁目No.2

西(45)島崎6丁目No.2

西(46)谷尾崎町No.2

西(47)沖新町

西(48)池上町No.3

西(49)池上町No.4

西(50)池上町No.5

西(51)谷尾崎町No.3

西(52)谷尾崎町No.4

西(53)小島下町No.1

西(54)小島下町No.2

西(55)谷尾崎町No.5

西(56)西松尾町No.1

西(57)西松尾町No.2

西(58)西松尾町No.3

西(59)花園7丁目No.3

西(60)八分字町

西(61)花園7丁目No.4

西(62)島崎5丁目No.4

西(65)島崎7丁目No.3

北(2)一本木

北(5)新地No.2

北(6)泰勝寺

北(7)亀井No.1

北(8)亀井No.2

北(10)八景水谷

北(11)山の上

北(12)兎谷

北(13)八景水谷公園

北(14)万石No.1

北(15)池田2丁目公園前

北(16)鹿子木

北(17)万石No.2

北(18)津浦

北(19)西梶尾その1

北(20)楠野No.1

北(21)大蔵台

北(22)西梶尾その2

北(24)龍田8丁目No.1

北(25)龍田陳内4丁目

北(26)下硯川町

北(27)龍田9丁目

北(28)下硯川町No.2

北(29)龍田陳内3丁目

北
　
　
部

西
　
　
部
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マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

北(31)四方寄

北(32)梶尾町No.1

北(33)下硯川町No.3

北(34)龍田町弓削No.1

北(36)楠原

北(37)楠野町No.2

北(38)梶尾町No.2

北(40)大窪1丁目

北(41)牧鶴

北(42)東平

北(43)楡木5丁目

北(44)龍田町弓削No.3

北(45)山室3丁目

北(46)山室6丁目

北(47)龍田もえぎ台

北(48)弓削団地

北(49)弓削神社

北(50)坪井6丁目

北(51)龍田4丁目

北(52)龍田町弓削2丁目

北(53)龍田5丁目

北(54)明徳町

北(55)兎谷No.2

北(56)四方寄No.2

北(57)龍田8丁目No.2

北(58)貢町

北(59)飛田4丁目

北(60)楡木6丁目

北(61)硯川町

北(62)改寄町

富（1）平原ＭＰその１

富（2）平原ＭＰその２

富（3）平原ＭＰその３

富（4）榎津ＭＰその１

富（5）榎津ＭＰその２

富（6）木原ＭＰその１

富（7）木原ＭＰその２

富（8）廻江

富（9）清藤

富（10）大町No.1

富（11）大町No.2

富（12）大町No.3

城（1）隈庄

城（2）中宮地

城（3）沈目

城（4）沈目橋

城（5）宮地

城（6）今吉野

城（7）出水公民館前

城（8）出水

城（9）松ノ平

城（10）島田

城（11）下宮地

城（12）阿高No.1

城（13）阿高No.2

城（14）東阿高No.2

城（15）阿高No.3

城（16）東阿高No.1

植（1）仁連塔

植（2）岩野No.1

植（3）岩野No.2

植（4）広住No.1

植（5）広住No.2

植（6）舞尾

植（7）広住No.3

植（8）大和No.1

植（9）大和No.2

植（10）大和No.3

植（11）滴水

植（12）広住No.4

植（13）滴水No.2

植（14）舞尾No.2

植（15）広住No.5

植（17）大和団地

合計 箇所

富
　
　
合

北

部

城
　
　
南

植
　
木

マンホールポンプ場 築造年

ポンプ能力

台数(台) 口径(mm) 揚程(ｍ)
揚水量

／分)
出力(kW)

処
理
区

西(15)花園No.3

西(16)慈恵病院北

西(17)小山田

西(18)花園No.4

西(19)花園No.5

西(20)花園No.6

西(21)双子堤

西(22)花園No.7

西(23)花園No.8

西(24)花園3丁目No.1

西(25)島崎4丁目

西(26)花園3丁目No.2

西(27)島崎6丁目

西(28)島崎7丁目

西(29)花園7丁目

西(30)島崎5丁目No.1

西(31)城山大塘町

西(32)花園第3

西(33)戸坂町

西(34)島崎5丁目No.2

西(35)戸坂町No.2

西(36)谷尾崎町No.1

西(37)花園7丁目No.2

西(38)小島7丁目No.1

西(39)小島7丁目No.2

西(40)島崎5丁目No.3

西(41)横手No.3

西(42)上高橋1丁目

西(43)小島5丁目

西(44)島崎7丁目No.2

西(45)島崎6丁目No.2

西(46)谷尾崎町No.2

西(47)沖新町

西(48)池上町No.3

西(49)池上町No.4

西(50)池上町No.5

西(51)谷尾崎町No.3

西(52)谷尾崎町No.4

西(53)小島下町No.1

西(54)小島下町No.2

西(55)谷尾崎町No.5

西(56)西松尾町No.1

西(57)西松尾町No.2

西(58)西松尾町No.3

西(59)花園7丁目No.3

西(60)八分字町

西(61)花園7丁目No.4

西(62)島崎5丁目No.4

西(65)島崎7丁目No.3

北(2)一本木

北(5)新地No.2

北(6)泰勝寺

北(7)亀井No.1

北(8)亀井No.2

北(10)八景水谷

北(11)山の上

北(12)兎谷

北(13)八景水谷公園

北(14)万石No.1

北(15)池田2丁目公園前

北(16)鹿子木

北(17)万石No.2

北(18)津浦

北(19)西梶尾その1

北(20)楠野No.1

北(21)大蔵台

北(22)西梶尾その2

北(24)龍田8丁目No.1

北(25)龍田陳内4丁目

北(26)下硯川町

北(27)龍田9丁目

北(28)下硯川町No.2

北(29)龍田陳内3丁目

北
　
　
部

西
　
　
部
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（１）中部浄化センター

中部浄化センター処理系統図

放流

反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

消化ガス発電

搬送

セメント化
コンポスト化

雨天時バイパス

返送汚泥 再利用水 簡易処理

(A系)

生汚泥 ガスタンク
（２基）

 余剰汚泥

流入
A系沈砂池 最初沈殿池

初沈汚泥

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽 汚泥脱水機

 分離液 南側排水路
 余剰汚泥

北側排水路
固形燃料化

 連絡ゲート 初沈汚泥引抜
返送汚泥 再利用水

生汚泥

流入

(B系)

農業用水
雨天時バイパス 簡易処理

B系沈砂池 分水槽 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

雨水滞水池

７　マンホール数、汚水・雨水ます数
単位 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

マンホール数 箇所

汚水・雨水ます数 箇所

８　災害用マンホールトイレ
単位 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

９　浄化センター

平成29年度末浄化センター現況

災害用マンホールトイレ
設置基数

基

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ
ﾃﾞｨｯﾁ法 未供用 有明海

城南町浄化

センター

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ
ﾃﾞｨｯﾁ法

平成10年

12月1日
浜戸川

河内浄化

センター
未　定 未　定

標準活性

汚 泥 法

昭和62年

4月1日
加勢川

西部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

平成14年

3月31日
有明海

南部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

昭和43年

1月6日
白　川

東部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

昭和47年

12月1日
木山川

中部浄化

センター

　現在、熊本市が管理する浄化センターは、中部・東部・南部・西部及び城南町の5処理区にそれぞれ配
置し、管理運転を行っている。
　また、北部処理区及び植木処理区で排出される汚水は熊本県が管理する熊本北部浄化センター（熊
本北部流域下水道）で、富合処理区の汚水は宇土市が管理する宇土終末処理場で、各々処理されてい
る。
　なお、河内処理区については、特定環境保全公共下水道での整備を予定している。

浄化センター名

全体計画
処理水量
(㎥/日)

現有処理
能　　力
(㎥/日)

計画敷地
面　　積

(㎡)

現有敷地
面　　積

(㎡)
処理方法

供用開始
年 月 日

放流先の
名　　称
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（１）中部浄化センター

中部浄化センター処理系統図

放流

反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

消化ガス発電

搬送

セメント化
コンポスト化

雨天時バイパス

返送汚泥 再利用水 簡易処理

(A系)

生汚泥 ガスタンク
（２基）

 余剰汚泥

流入
A系沈砂池 最初沈殿池

初沈汚泥

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽 汚泥脱水機

 分離液 南側排水路
 余剰汚泥

北側排水路
固形燃料化

 連絡ゲート 初沈汚泥引抜
返送汚泥 再利用水

生汚泥

流入

(B系)

農業用水
雨天時バイパス 簡易処理

B系沈砂池 分水槽 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

雨水滞水池

７　マンホール数、汚水・雨水ます数
単位 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

マンホール数 箇所

汚水・雨水ます数 箇所

８　災害用マンホールトイレ
単位 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

９　浄化センター

平成29年度末浄化センター現況

災害用マンホールトイレ
設置基数

基

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ
ﾃﾞｨｯﾁ法 未供用 有明海

城南町浄化

センター

ｵｷｼﾃﾞｰｼｮﾝ
ﾃﾞｨｯﾁ法

平成10年

12月1日
浜戸川

河内浄化

センター
未　定 未　定

標準活性

汚 泥 法

昭和62年

4月1日
加勢川

西部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

平成14年

3月31日
有明海

南部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

昭和43年

1月6日
白　川

東部浄化

センター

標準活性

汚 泥 法

昭和47年

12月1日
木山川

中部浄化

センター

　現在、熊本市が管理する浄化センターは、中部・東部・南部・西部及び城南町の5処理区にそれぞれ配
置し、管理運転を行っている。
　また、北部処理区及び植木処理区で排出される汚水は熊本県が管理する熊本北部浄化センター（熊
本北部流域下水道）で、富合処理区の汚水は宇土市が管理する宇土終末処理場で、各々処理されてい
る。
　なお、河内処理区については、特定環境保全公共下水道での整備を予定している。

浄化センター名

全体計画
処理水量
(㎥/日)

現有処理
能　　力
(㎥/日)

計画敷地
面　　積

(㎡)

現有敷地
面　　積

(㎡)
処理方法

供用開始
年 月 日

放流先の
名　　称
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（３）南部浄化センター

南部浄化センター処理系統図

放流

返送汚泥 再利用水

流入 沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（遠心・スクリュー式）

汚泥消化槽

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

セメント化 初沈汚泥

発電所へ
東部浄化センター

搬出汚泥

中部浄化センター
搬出汚泥

汚泥脱水機

固形燃料化

（２）東部浄化センター

東部浄化センター処理系統図

雨天時バイパス

返送汚泥 再利用水 簡易処理

放流

最終沈殿池 滅菌池
流入

A系沈砂池 分水槽 最初沈殿池 反応タンク
(A系)

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽

セメント化
コンポスト化

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽 汚泥脱水機 搬送
返
流
水

 消化ガス

固形燃料化
ガスタンク余剰汚泥

放流

滅菌池
流入

B系沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池
(B系)

消化ガス発電

雨水滞水池

雨天時バイパス 簡易処理

生汚泥

 初沈汚泥 返送汚泥 再利用水

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

 初沈汚泥
消化ガス発電
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（３）南部浄化センター

南部浄化センター処理系統図

放流

返送汚泥 再利用水

流入 沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（遠心・スクリュー式）

汚泥消化槽

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

セメント化 初沈汚泥

発電所へ
東部浄化センター

搬出汚泥

中部浄化センター
搬出汚泥

汚泥脱水機

固形燃料化

（２）東部浄化センター

東部浄化センター処理系統図

雨天時バイパス

返送汚泥 再利用水 簡易処理

放流

最終沈殿池 滅菌池
流入

A系沈砂池 分水槽 最初沈殿池 反応タンク
(A系)

返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽

セメント化
コンポスト化

汚泥濃縮槽
（重力式）

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

混合槽 汚泥消化槽 汚泥脱水機 搬送
返
流
水

 消化ガス

固形燃料化
ガスタンク余剰汚泥

放流

滅菌池
流入

B系沈砂池 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池
(B系)

消化ガス発電

雨水滞水池

雨天時バイパス 簡易処理

生汚泥

 初沈汚泥 返送汚泥 再利用水

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

 初沈汚泥
消化ガス発電
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（５）城南町浄化センター

城南町浄化センター処理系統図

分
離
液

汚泥脱水機 搬　出

セメント化
コンポスト化

返送汚泥 再利用水

放流

流入 沈砂池 分配槽 最終沈殿池 滅菌池オキシデーションディッチ槽

 余剰汚泥

（４）西部浄化センター

西部浄化センター処理系統図

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池
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（５）城南町浄化センター

城南町浄化センター処理系統図

分
離
液

汚泥脱水機 搬　出

セメント化
コンポスト化

返送汚泥 再利用水

放流

流入 沈砂池 分配槽 最終沈殿池 滅菌池オキシデーションディッチ槽

 余剰汚泥

（４）西部浄化センター

西部浄化センター処理系統図

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池

セメント化
コンポスト化

 初沈汚泥
返
流
水

 消化ガス

汚泥濃縮槽
（重力式）

汚泥消化槽

分
離
液

汚泥脱水機

生汚泥
ガスタンク 余剰汚泥

機械濃縮
（遠心・ベルト式）

返送汚泥 再利用水

放流

流入 最初沈殿池 反応タンク 最終沈殿池 滅菌池分配槽沈砂池
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Ⅳ　下水道の維持管理

１　下水道維持管理の概要

【参考】下水道法第８条に基づく下水処理場からの排水水質基準（平成16年4月1日改正）
BOD５ 大腸菌群数
（mg/l） （mg/l） （個/ｃm ）

5.8以上
8.6以下

※下水道法施行令の経過措置により、改正後の政令施行の際、現に存する公共下水道からの放流水の水質のBOD5に係る技術

※上の基準については、従前の20mg/l。ただし、政令の施行後に改築の工事が完了したものについては上記の基準を採用。

２　浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率
Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度 Ｈ26年度

３　下水道施設年間電力使用量 （ｋWｈ/年）
年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

電力会社からの受電量

消化ガス発電量※1

電力会社からの受電量

消化ガス発電量※2 － － －

※1　平成25年度から消化ガス発電が稼働。　消化ガス発電量の分、電力会社からの受電電力量を削減している。

※2　平成28年度から消化ガス発電が稼働。　消化ガス発電量の分、電力会社からの受電電力量を削減している。

※3　その他は、中継ポンプ場、マンホールポンプ場、その他の施設。

４　管渠
年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

延　長　(ｍ)
浚渫土量(㎥)
改　良（箇所）
補　修（箇所）
改　良（箇所）
新　設（箇所）
詰り清掃（箇所）
改　良（箇所）
新　設（箇所）
詰り清掃（箇所）

陥没処理（箇所）

サイフォン処理（箇所）

桝取付管補修（箇所）

管内調査(ｍ)
路面復旧(㎥)

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

その他

人　　孔

汚水桝

雨水桝

管渠清掃

合計

他処理場及び維持補修センター

その他※3

浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率(％)

40以下 3,000以下活性汚泥法による場合 15以下

下水道施設機器の更新が完了した施設数

管渠の維持管理
　 本市の下水道管渠延長はおよそ2,618㎞である。この長年の歳月をかけてつくられた下水道管には、様々な原
因によって破損や土砂、ゴミの堆積が生じ、下水の流れを損なう要因となる。このため点検、清掃、補修を定期的に
行い下水道が正常に機能するよう努めている。

ポンプ場の維持管理
　ポンプ場は汚水を処理場へ送り雨水を河川等へ排除する重要な施設であり、適正な運転がなされなければなら
ない。日夜流入してくる汚水、雨水を速やかに排出し、その機能に異常がおきないよう定期的に巡回し、整備を
行っている。

浄化センターの維持管理
　浄化センターは汚水をきれいにする水処理施設と、その過程で発生する汚泥を減量化、安定化する 泥処理施設
からなり、昼夜連続で運転を行っている。施設の機能が充分に発揮できるよう常に点検し、運転は自動制御で行い
集中的に管理している。また処理した水は水質分析を行い、水質基準にあった処理水を放流するよう監視してい
る。

項目

区分
ｐH

下水道施設機器で更新が必要な施設数（H20～H30）
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Ⅳ　下水道の維持管理

１　下水道維持管理の概要

【参考】下水道法第８条に基づく下水処理場からの排水水質基準（平成16年4月1日改正）
BOD５ 大腸菌群数
（mg/l） （mg/l） （個/ｃm ）

5.8以上
8.6以下

※下水道法施行令の経過措置により、改正後の政令施行の際、現に存する公共下水道からの放流水の水質のBOD5に係る技術

※上の基準については、従前の20mg/l。ただし、政令の施行後に改築の工事が完了したものについては上記の基準を採用。

２　浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率
Ｈ29年度 Ｈ28年度 Ｈ27年度 Ｈ26年度

３　下水道施設年間電力使用量 （ｋWｈ/年）
年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

電力会社からの受電量

消化ガス発電量※1

電力会社からの受電量

消化ガス発電量※2 － － －

※1　平成25年度から消化ガス発電が稼働。　消化ガス発電量の分、電力会社からの受電電力量を削減している。

※2　平成28年度から消化ガス発電が稼働。　消化ガス発電量の分、電力会社からの受電電力量を削減している。

※3　その他は、中継ポンプ場、マンホールポンプ場、その他の施設。

４　管渠
年度 H28年度 H27年度 H26年度 H25年度

延　長　(ｍ)
浚渫土量(㎥)
改　良（箇所）
補　修（箇所）
改　良（箇所）
新　設（箇所）
詰り清掃（箇所）
改　良（箇所）
新　設（箇所）
詰り清掃（箇所）

陥没処理（箇所）

サイフォン処理（箇所）

桝取付管補修（箇所）

管内調査(ｍ)
路面復旧(㎥)

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

その他

人　　孔

汚水桝

雨水桝

管渠清掃

合計

他処理場及び維持補修センター

その他※3

浄化センター・ポンプ場の施設機器更新率(％)

40以下 3,000以下活性汚泥法による場合 15以下

下水道施設機器の更新が完了した施設数

管渠の維持管理
　 本市の下水道管渠延長はおよそ2,618㎞である。この長年の歳月をかけてつくられた下水道管には、様々な原
因によって破損や土砂、ゴミの堆積が生じ、下水の流れを損なう要因となる。このため点検、清掃、補修を定期的に
行い下水道が正常に機能するよう努めている。

ポンプ場の維持管理
　ポンプ場は汚水を処理場へ送り雨水を河川等へ排除する重要な施設であり、適正な運転がなされなければなら
ない。日夜流入してくる汚水、雨水を速やかに排出し、その機能に異常がおきないよう定期的に巡回し、整備を
行っている。

浄化センターの維持管理
　浄化センターは汚水をきれいにする水処理施設と、その過程で発生する汚泥を減量化、安定化する 泥処理施設
からなり、昼夜連続で運転を行っている。施設の機能が充分に発揮できるよう常に点検し、運転は自動制御で行い
集中的に管理している。また処理した水は水質分析を行い、水質基準にあった処理水を放流するよう監視してい
る。

項目

区分
ｐH

下水道施設機器で更新が必要な施設数（H20～H30）
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健　軍

渡　鹿

新島崎

出　水

新花畑

神　水

汚水
年総量
(㎥/年)

雨水
年総量
(㎥/年)

汚水
年総量
(㎥/年)

雨水
年総量
(㎥/年)

北
　
部

坪井第２

中
　
　
　
部

西
　
部

世　安

花　畑

坪　井

本　山

大　渡

南
　
　
部

南熊本

菅　原

長　嶺

江　津

西無田

端　地

芭蕉鶴

春日雨水

飛　田

平成29年度

揚　水　量

汚水
年総量
(㎥/年)

雨水
年総量
(㎥/年)

ポンプ場

井川道

西　里

流通団地

平　田

南高江

花　園

花園第２

小　島

富　合

合計

小山田雨水

植　木

新川橋

高橋稲荷ｹﾞｰﾄ

平成28年度 平成27年度

揚　水　量

雨水
年総量
(㎥/年)

汚水
年総量
(㎥/年)

平成26年度

揚　水　量揚　水　量
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６　年間処理水量・有収水量

流入水 － － － － －

晴天日平均下水量（ｍ /日）

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

日最大下水量（ｍ /日）　*1

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

総処理量（ｍ /年）

市浄化センター処理分

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

市浄化センター以外処理分

熊本北部浄化センター

宇土終末処理場

汚水処理量（ｍ /年）

市浄化センター処理分

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

市浄化センター以外処理分

熊本北部浄化センター

宇土終末処理場

雨水処理量（ｍ /年）

中部浄化センター

東部浄化センター

有収水量（ｍ /年）

有収率（％）　*2

*1　日最大下水量を示しているため、各浄化センターの合計値とは一致しない
*2　有収率は、有収水量/汚水処理水量で算出

日平均処理量（ｍ /日）

中部浄化センター

東部浄化センター

南部浄化センター

西部浄化センター

城南町浄化センター

５　ポンプ場揚水量
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(㎥/年)

北
　
部

坪井第２

中
　
　
　
部

西
　
部

世　安

花　畑

坪　井

本　山

大　渡

南
　
　
部

南熊本

菅　原

長　嶺

江　津

西無田

端　地

芭蕉鶴

春日雨水

飛　田

平成29年度

揚　水　量

汚水
年総量
(㎥/年)

雨水
年総量
(㎥/年)

ポンプ場

井川道

西　里

流通団地

平　田

南高江

花　園

花園第２

小　島

富　合

合計

小山田雨水

植　木

新川橋

高橋稲荷ｹﾞｰﾄ

平成28年度 平成27年度

揚　水　量

雨水
年総量
(㎥/年)

汚水
年総量
(㎥/年)

平成26年度

揚　水　量揚　水　量
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８　 浄化センター水質検査結果
中部浄化センター水質試験結果（Ａ系）

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

中部浄化センター水質試験結果（Ｂ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

100以下

100以下

放流水

放流水

７　年間汚泥発生量・処分量

年間汚泥発生量
発生量

（ｍ /年）

平均
含水率
（％）

発生量

（ｍ /年）

平均
含水率
（％）

発生量

（ｍ /年）

平均
含水率
（％）

発生量

（ｍ /年）

平均
含水率
（％）

発生量

（ｍ /年）

平均
含水率
（％）

合計
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

最初沈殿池
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

最終沈殿池
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

年間処分量（脱水ケーキ）
処分量
（ｔ/年）

平均
含水率
（％）

処分量
（ｔ/年）

平均
含水率
（％）

処分量
（ｔ/年）

平均
含水率
（％）

処分量
（ｔ/年）

平均
含水率
（％）

処分量
（ｔ/年）

平均
含水率
（％）

合計
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

セメント化
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

コンポスト（堆肥）化
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

固形燃料化
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

日平均処分量（ｔ/日）
中部浄化センター
東部浄化センター
南部浄化センター
西部浄化センター
城南町浄化センター

*固形燃料化は、平成25年度から稼働開始。

*処分量の内訳と合計は少数点以下の端数の関係上一致しない場合がある。
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８　 浄化センター水質検査結果
中部浄化センター水質試験結果（Ａ系）

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

中部浄化センター水質試験結果（Ｂ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

100以下

100以下

放流水

放流水
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南部浄化センター水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

西部浄化センター水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

100以下

100以下

放流水

放流水

東部浄化センター水質試験結果（Ａ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

東部浄化センター水質試験結果（Ｂ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

放流水

100以下

100以下

放流水
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南部浄化センター水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

西部浄化センター水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

100以下

100以下

放流水

放流水

東部浄化センター水質試験結果（Ａ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

東部浄化センター水質試験結果（Ｂ系）
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン
（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

流入水

放流水

100以下

100以下

放流水
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城南町浄化ｾﾝﾀｰ水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

100以下

放流水

Ⅴ　排水設備・受益者負担金

２　排水設備工事受付状況 （単位：件）

※1：新築　※2：浄化槽廃止・汲取り改造・増改築・先行配管

３　受益者負担金及び分担金調定収納状況 平成30年3月31日現在

４　受益者負担金の減免制度

　　3月

神社・寺院・教会等が使用する境内地

件数(件)

　受益者負担金は、賦課区域内の全ての土地にかかるが、次のような土地にあてはまる場合は、一部または全部が減免され
る。減免を受けようとする者は、「減免申請書」の提出を必要とする。

墓地

国・県・市が所有し、使用している土地

30年1月

　　12月

　　11月

　　2月

　　10月

　　5月

　　9月

　　7月

　　8月

年度
・
月次

29年度

27年度

26年度

消防格納庫

件数(件) 金額(円)

件数
備考

新設
※1

改造
※2 計

鉄道の所有又は使用している土地

公・私立学校・幼稚園又は社会福祉施設

減免の対象となる土地

１　受益者負担金制度

金額件数

平成25年度

下水道を整備する区域内の土地所有者。ただし、その土地に権利者がある場合は土地の所
有者にかわり受益者となる。

　下水道が整備されると地域の生活環境が改善され土地の便益性が高まる。
　また、下水道事業は、道路、公園等の都市計画事業と異なって、整備された区域内の者のみ利益を受けることになることから、都市計画法
第75条では、当該事業によって利益を受ける者があるときは、下水道建設費用の一部を利益を受ける者に負担させることができるとし、その
徴収方法等については市町村等の条例等で定めると規定している。これが受益者負担金制度であり、市の条例（昭和50年制定）に基づき徴
収しているものである。
　ただし､土地の現況等によっては一定期間の徴収猶予が認められ、また､土地の利用状況により減免制度を設けている。

単位負担金額 土地の面積１平方メートル当たり200円

納付方法 一括納付または３年分割（年４回）

調定額 収納額 収納率(％)

金額(円)

平成26年度

賦課対象者

平成27年度

25年度

29年4月

平成28年度

　　6月

平成29年度

28年度

公民館等地域の集会所の敷地

25～75

25～100

減免の割合(％)

公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの
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城南町浄化ｾﾝﾀｰ水質試験結果
ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性

採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

ｱﾝﾓﾆｱ性 亜硝酸性 硝酸性 有機性
採水箇所 試験時期 水温 透視度 大腸菌群数 全窒素 窒素 窒素 窒素 窒素 全リン

（度） （cm） （個/cm ）

排水
基準値

5.8～
以下 以下 以下 以下 以下 以下

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

流入水

100以下

放流水

Ⅴ　排水設備・受益者負担金

２　排水設備工事受付状況 （単位：件）

※1：新築　※2：浄化槽廃止・汲取り改造・増改築・先行配管

３　受益者負担金及び分担金調定収納状況 平成30年3月31日現在

４　受益者負担金の減免制度

　　3月

神社・寺院・教会等が使用する境内地

件数(件)

　受益者負担金は、賦課区域内の全ての土地にかかるが、次のような土地にあてはまる場合は、一部または全部が減免され
る。減免を受けようとする者は、「減免申請書」の提出を必要とする。

墓地

国・県・市が所有し、使用している土地

30年1月

　　12月

　　11月

　　2月

　　10月

　　5月

　　9月

　　7月

　　8月

年度
・
月次

29年度

27年度

26年度

消防格納庫

件数(件) 金額(円)

件数
備考

新設
※1

改造
※2 計

鉄道の所有又は使用している土地

公・私立学校・幼稚園又は社会福祉施設

減免の対象となる土地

１　受益者負担金制度

金額件数

平成25年度

下水道を整備する区域内の土地所有者。ただし、その土地に権利者がある場合は土地の所
有者にかわり受益者となる。

　下水道が整備されると地域の生活環境が改善され土地の便益性が高まる。
　また、下水道事業は、道路、公園等の都市計画事業と異なって、整備された区域内の者のみ利益を受けることになることから、都市計画法
第75条では、当該事業によって利益を受ける者があるときは、下水道建設費用の一部を利益を受ける者に負担させることができるとし、その
徴収方法等については市町村等の条例等で定めると規定している。これが受益者負担金制度であり、市の条例（昭和50年制定）に基づき徴
収しているものである。
　ただし､土地の現況等によっては一定期間の徴収猶予が認められ、また､土地の利用状況により減免制度を設けている。

単位負担金額 土地の面積１平方メートル当たり200円

納付方法 一括納付または３年分割（年４回）

調定額 収納額 収納率(％)

金額(円)

平成26年度

賦課対象者

平成27年度

25年度

29年4月

平成28年度

　　6月

平成29年度

28年度

公民館等地域の集会所の敷地

25～75

25～100

減免の割合(％)

公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの
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（１）水洗化の状況

（２）共同排水設備設置への助成

共同排水設備助成金交付状況（S47～H29）

平成30年3月31日現在

（３）改造資金の融資あっ旋及び利子補給（平成２１年度新設）

H29年度
H28年度

施行延長（ｍ）

３.市税及び受益者負担金を滞納していない人

助成金（円）

③水洗化率（戸数）（＝①/②） ％

⑤処理区域内人口

⑥水洗化率（＝④/⑤）

人

％

②普及戸数（処理区域内戸数） 戸

単位

８　排水設備普及促進

　公共下水道が整備されて、供用開始の告示がなされると供用区域の家屋所有者は6ヶ月以内に排水設備を設置し、くみ取り
便所のある建物については3年以内に水洗化するよう法律で定められている。
　本市においては水洗化を普及するため様々な制度を設け、処理区内の水洗化が促進されるよう指導等を行っている。

人

④現在水洗便所設置済人口

①水洗化戸数 戸

償還期間は36ヶ月以内で、支払方法は元利均等方式又はボーナス返済との併用方式による
口座振替

熊本市の処理区域内に住所を有し、改造工事をしようとする家屋に現に居住している人で次
のいずれにも該当する人

１.処理区域内の家屋の所有者又は所有者の承諾を受けた所有者と生計を一にする人

２.融資を受けた改造資金の償還能力を有する人
制度を利用で
きる人の資格

償還期間
及び方法

金融機関への償還が完済したら、請求に基づき金融機関に支払った利子の全額を補給する

H25年度

利子補給

　公共下水道処理区域内において、自己資金のみでは排水設備工事費用を負担することが困難な者に対して、民間金融機
関をあっ旋し、金融機関への償還が完了したあとに利子の全額を補給する制度を設けている。
*熊本市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給規程（制定　平成21年上下水道局規程第１号）

限度額

S47～H24年度

H26年度

　公共下水道処理区域内の私道に面した家屋の水洗化を普及するため、昭和47年より「共同排水設備助成規則」（現昭和47
年規則第30号）を設け、助成を行っている。また、平成21年4月に規則廃止、新たに「熊本市上下水道局共同排水設備助成要
綱」を策定し、運用している。

条件

１.私道に所有者が異なる家屋が２つ以上接していること。

２.共同排水設備工事完了後、速やかに水洗便所に改造すること。

３.土地所有者が、共同排水設備の設置に同意していること。

４.市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

H27年度

H29末時累計

申請件数(件)

４.取扱金融機関の融資条件に適合する人

改造工事をしようとする便所１箇所（浄化槽の廃止にあたっては、当該浄化槽1基）につき
330，000円以内

５　受益者負担金の徴収猶予

６　受益者負担金減免及び猶予状況

７　私道内の公共下水道布設取扱

私道の申請及び整備状況（平成8年度～平成29年度）

平成30年3月31日現在

　耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難な場合、一定期間の猶予が認められる。猶
予を受ける場合、「徴収猶予申請書」の提出を必要とする。

減免
猶予

火災などの被災者

猶予の原因

生活保護受給者であって保護証明が必要

平成28年度

災害・盗難
その他事故

現に耕作中の農地、または山林

減免
猶予

２.私道の形態が明確かつ分筆され、地目が公衆用道路であること。

３.公共下水道の布設及び維持管理において、家屋等への影響がない道路幅員を有すること。

４.私道に面する土地が2筆以上あり、かつ1戸以上の建物が建っており、又は、建築予定であること。

５.公共下水道の設置又は維持管理について、所有権者及び占有者等全員が同意していること。

　とする。）であること。

７.開発区域内道路にあっては、開発完了後３年を経過していること。

６.公共下水道が存置する期間、無償で使用できるもの（権利を移転する場合にあっても同様

平成26年度

１.私道の両端又は一端が、公共下水道が設置されている道路(公共下水道の設置に係る工事の
　契約が締結されたものを含む。）に接続されていること。

地積未確定の土地

３年（３年毎に現況調査をします）

毎年更新が必要です

３年（３年毎に現況調査をします）

猶予の対象

３年（３年毎に現況調査をします）

H29末時累計

猶予

平成27年度
減免

金額（円）筆数（筆） 面積（ｍ ）

条件

平成25年度

H8～H24

　私道に面した家屋又は土地の所有者が共同排水設備の維持・管理等に対し公道に面した家屋との不公平を除くため、昭和
53年に「私道に対する公共下水道布設取扱要綱」を策定し、公道から公道へ通り抜けた私道に対し、公費による公共下水道の
布設を行ってきた。
　また、平成7年1月23日より新たに袋小路私道にも適用範囲を広げた同名の新要綱を策定し、運用している。

減免
猶予

布設延長(ｍ)

　　　　　　※平成30年4月1日　上記条件へ改正

事前調査
受付件数

申請受付件数 布設件数

平成29年度
減免
猶予

人数（人）

農地・山林

裁判係争中
の土地

猶予の期間

生活困窮者

土地の所有権等について裁判で争っている
土地

地積が確定していない土地

1年
（同じ災害による猶予は3年を超えないこととし
ます）
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（１）水洗化の状況

（２）共同排水設備設置への助成

共同排水設備助成金交付状況（S47～H29）

平成30年3月31日現在

（３）改造資金の融資あっ旋及び利子補給（平成２１年度新設）

H29年度
H28年度

施行延長（ｍ）

３.市税及び受益者負担金を滞納していない人

助成金（円）

③水洗化率（戸数）（＝①/②） ％

⑤処理区域内人口

⑥水洗化率（＝④/⑤）

人

％

②普及戸数（処理区域内戸数） 戸

単位

８　排水設備普及促進

　公共下水道が整備されて、供用開始の告示がなされると供用区域の家屋所有者は6ヶ月以内に排水設備を設置し、くみ取り
便所のある建物については3年以内に水洗化するよう法律で定められている。
　本市においては水洗化を普及するため様々な制度を設け、処理区内の水洗化が促進されるよう指導等を行っている。

人

④現在水洗便所設置済人口

①水洗化戸数 戸

償還期間は36ヶ月以内で、支払方法は元利均等方式又はボーナス返済との併用方式による
口座振替

熊本市の処理区域内に住所を有し、改造工事をしようとする家屋に現に居住している人で次
のいずれにも該当する人

１.処理区域内の家屋の所有者又は所有者の承諾を受けた所有者と生計を一にする人

２.融資を受けた改造資金の償還能力を有する人
制度を利用で
きる人の資格

償還期間
及び方法

金融機関への償還が完済したら、請求に基づき金融機関に支払った利子の全額を補給する

H25年度

利子補給

　公共下水道処理区域内において、自己資金のみでは排水設備工事費用を負担することが困難な者に対して、民間金融機
関をあっ旋し、金融機関への償還が完了したあとに利子の全額を補給する制度を設けている。
*熊本市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給規程（制定　平成21年上下水道局規程第１号）

限度額

S47～H24年度

H26年度

　公共下水道処理区域内の私道に面した家屋の水洗化を普及するため、昭和47年より「共同排水設備助成規則」（現昭和47
年規則第30号）を設け、助成を行っている。また、平成21年4月に規則廃止、新たに「熊本市上下水道局共同排水設備助成要
綱」を策定し、運用している。

条件

１.私道に所有者が異なる家屋が２つ以上接していること。

２.共同排水設備工事完了後、速やかに水洗便所に改造すること。

３.土地所有者が、共同排水設備の設置に同意していること。

４.市税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。

H27年度

H29末時累計

申請件数(件)

４.取扱金融機関の融資条件に適合する人

改造工事をしようとする便所１箇所（浄化槽の廃止にあたっては、当該浄化槽1基）につき
330，000円以内

５　受益者負担金の徴収猶予

６　受益者負担金減免及び猶予状況

７　私道内の公共下水道布設取扱

私道の申請及び整備状況（平成8年度～平成29年度）

平成30年3月31日現在

　耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金の納付が困難な場合、一定期間の猶予が認められる。猶
予を受ける場合、「徴収猶予申請書」の提出を必要とする。

減免
猶予

火災などの被災者

猶予の原因

生活保護受給者であって保護証明が必要

平成28年度

災害・盗難
その他事故

現に耕作中の農地、または山林

減免
猶予

２.私道の形態が明確かつ分筆され、地目が公衆用道路であること。

３.公共下水道の布設及び維持管理において、家屋等への影響がない道路幅員を有すること。

４.私道に面する土地が2筆以上あり、かつ1戸以上の建物が建っており、又は、建築予定であること。

５.公共下水道の設置又は維持管理について、所有権者及び占有者等全員が同意していること。

　とする。）であること。

７.開発区域内道路にあっては、開発完了後３年を経過していること。

６.公共下水道が存置する期間、無償で使用できるもの（権利を移転する場合にあっても同様

平成26年度

１.私道の両端又は一端が、公共下水道が設置されている道路(公共下水道の設置に係る工事の
　契約が締結されたものを含む。）に接続されていること。

地積未確定の土地

３年（３年毎に現況調査をします）

毎年更新が必要です

３年（３年毎に現況調査をします）

猶予の対象

３年（３年毎に現況調査をします）

H29末時累計

猶予

平成27年度
減免

金額（円）筆数（筆） 面積（ｍ ）

条件

平成25年度

H8～H24

　私道に面した家屋又は土地の所有者が共同排水設備の維持・管理等に対し公道に面した家屋との不公平を除くため、昭和
53年に「私道に対する公共下水道布設取扱要綱」を策定し、公道から公道へ通り抜けた私道に対し、公費による公共下水道の
布設を行ってきた。
　また、平成7年1月23日より新たに袋小路私道にも適用範囲を広げた同名の新要綱を策定し、運用している。

減免
猶予

布設延長(ｍ)

　　　　　　※平成30年4月1日　上記条件へ改正

事前調査
受付件数

申請受付件数 布設件数

平成29年度
減免
猶予

人数（人）

農地・山林

裁判係争中
の土地

猶予の期間

生活困窮者

土地の所有権等について裁判で争っている
土地

地積が確定していない土地

1年
（同じ災害による猶予は3年を超えないこととし
ます）
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改造資金貸付制度利用状況（平成20年度末を以って終了）

融資あっ旋及び利子補給制度利用状況

（４）生活保護世帯に対する助成制度

生活保護世帯等水洗便所改造助成金制度利用状況

件数 箇所

（５）排水設備工事店の届出及び指定

　家庭や事業所の水洗化工事に際し悪質工事等を排除するため、熊本市下水道条例第７条により排水設備の新設等の工事
を行う業者は管理者の指定を受けるよう規定している。
　また、熊本市下水道条例施行規程第７条及び第８条に基づき、排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなけれ
ばならない。

H29年度

H27年度

H28年度

件数

H29年度

改造助成金（千円）

H26年度

融資
あっ旋額
（千円）

箇所

浄化槽の改造 貸　付　合　計

件数
貸付金
（千円）

箇所件数
貸付金
（千円）

件数

箇所

箇所
融資

あっ旋額
（千円）

融資あっ旋合計 利　子　補　給

件数
利子補給額
（円）

融資
あっ旋額
（千円）

年度

くみ取り便所の改造 浄化槽の改造

箇所 件数

H18年度

H15年度

件数

H16年度

H17年度

貸付金
（千円）

H19年度

H20年度

箇所
年度

H25年度

くみ取り便所の改造

H25年度

くみ取り便所の改造
年度

　公共下水道処理区域内において水洗化が速やかに行われるよう、生活保護世帯の水洗便所改造については、要綱を設
け、助成を行っている。
＊熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱

H28年度

H26年度

H27年度

176



― ―

5～9 5～11 5～9 5～11

― ―

― ―

― ―

― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ―

― ―

― ―

検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

10（230） 10（230） 10（230） 10（230）

8（15） 8（15） 8（15） 8（15）

― ― ― ―
（備考）
1　単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は℃、ダイオキシン類はpg/L、その他はmg/Lです。

：基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます。
3　それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除外施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義務があります。
※1：業種によっては暫定基準があります。（平成33年12月10日まで金属鉱業、電気めっき業、下水道業）

※2：下水道法施行令の改正により、平成26年12月1日から0.1mg/Lから0.03mg/L以下に強化されました。業種によっては暫定基準があります。

（H31年11月30日まで：金属鉱業、平成29年11月30日まで：溶融めっき業・非鉄金属第1次精錬・精製業及び非鉄金属第2次精錬・精製業）

※3：河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、（　）内は海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値です。

業種によっては暫定基準があります。

/日以上

許容限度

/日未満

許容限度

９　特定事業場等の排除下水の水質規制

　下水道事業の目的の一つである良好な水環境を保全するために、終末処理場からの放流水質については、下水道法その
他関係法令により水質基準が定められている。一方、工場・事業場等の排出水には、下水道施設を損傷したり、終末処理場で
処理することが困難な物質が含まれていることがある。
　終末処理場が放流水の水質基準を遵守するために、工場・事業場の排水について、下水道法及び熊本市下水道条例によ
り、下記のとおり下水排除基準を定めており、これを監視するための立入検査等を行っている。

（１）下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準 平成30年3月31日現在

非特定事業場

/日未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類）

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂）

よう素消費量

窒素含有量（全窒素）

銅及びその化合物

シアン化合物

許容限度

特定事業場

六価クロム化合物

燐含有量（全燐）

フェノール類

/日以上

許容限度

有
害
物
質

アルキル水銀化合物

生
活
環
境
項
目
等

温度

水素イオン濃度（ｐＨ）

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）

浮遊物質量（ＳＳ）

亜鉛及びその化合物

鉄及びその化合物（溶解性）

マンガン及びその化合物（溶解性）

クロム及びその化合物

カドミウム及びその化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

1，1，1-トリクロロエタン

1，1，2-トリクロロエタン

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

四塩化炭素

1，2-ジクロロエタン

1，1-ジクロロエチレン

シス-１，2-ジクロロエチレン

1，4-ジオキサン

ダイオキシン類

アンモニア性窒素等含有量

ふっ素及びその化合物

1，3-ジクロロプロペン

チウラム

ほう素及びその化合物

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

物質または項目 
対象者 

物質または項目 
対象者 

物質または項目 
対象者 

物質または項目 
対象者 

物質または項目 
対象者 

物質または項目 
対象者 

※1 

※2 

※3 
※3 

改造資金貸付制度利用状況（平成20年度末を以って終了）

融資あっ旋及び利子補給制度利用状況

（４）生活保護世帯に対する助成制度

生活保護世帯等水洗便所改造助成金制度利用状況

件数 箇所

（５）排水設備工事店の届出及び指定

　家庭や事業所の水洗化工事に際し悪質工事等を排除するため、熊本市下水道条例第７条により排水設備の新設等の工事
を行う業者は管理者の指定を受けるよう規定している。
　また、熊本市下水道条例施行規程第７条及び第８条に基づき、排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなけれ
ばならない。

H29年度

H27年度

H28年度

件数

H29年度

改造助成金（千円）

H26年度

融資
あっ旋額
（千円）

箇所

浄化槽の改造 貸　付　合　計

件数
貸付金
（千円）

箇所件数
貸付金
（千円）

件数

箇所

箇所
融資

あっ旋額
（千円）

融資あっ旋合計 利　子　補　給

件数
利子補給額
（円）

融資
あっ旋額
（千円）

年度

くみ取り便所の改造 浄化槽の改造

箇所 件数

H18年度

H15年度

件数

H16年度

H17年度

貸付金
（千円）

H19年度

H20年度

箇所
年度

H25年度

くみ取り便所の改造

H25年度

くみ取り便所の改造
年度

　公共下水道処理区域内において水洗化が速やかに行われるよう、生活保護世帯の水洗便所改造については、要綱を設
け、助成を行っている。
＊熊本市生活保護世帯水洗便所改造助成金交付要綱

H28年度

H26年度

H27年度
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（２）平成２９年度事業場立入水質検査実施状況

業種名
特定

事業場数
H30.3.31現在

検査
施設数

延検体数
基準超過
検体数

基準超過項目

畜産食料品製造業

水産食料品製造業

野菜・果実保存食品製造業

味噌・醤油・食酢製造業

パン・菓子製造業・製餡業

米菓子・麹製造業

飲料製造業

麺類製造業

豆腐・煮豆製造業

冷凍調理食品製造業

紡績・繊維製品製造業

木材薬品処理業の用に供する施設

パルプ、紙又は紙加工品の製造業

新聞・出版・印刷業 動植物油脂類（ｎ-ﾍｷｻﾝ）

医薬品製造業

ガラス製品製造業

空き瓶・卸売業の用に供する自動式洗びん施設

酸・アルカリ表面処理施設

電気めっき施設

旅館業

共同調理場

弁当製造業

飲食店 動植物油脂（ｎ-ﾍｷｻﾝ）･生物化学的酸素要求量（BOD)

そば・うどん・寿司店等

洗濯業

写真現像業

病院（300床以上）

と畜業

自動車分解整備業の用に供する洗車施設

自動式車両洗浄施設

試験・研究・検査業 動植物油脂類（ｎ-ﾍｷｻﾝ）

一般廃棄物処理施設である焼却施設

屎尿処理施設

特定事業場から排出される水の処理施設

その他 動植物油脂類（ｎ-ﾍｷｻﾝ）

計

非特定

特定
施設
番号
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Ⅵ　下水道事業会計財務統計

１　経理状況

平成29年度の経理状況は、次のようになりました。 
事業収益は208億7千2百万円で前年度に比べ9億5千4百万円（4.8％）の増収となりました。
そのうちの下水道使用料は、105億9千6百万円で前年度に比べ7億1百万円（7.1％）の増
収となりました。 
また、事業費の主な内容は、職員給与費12億9千8百万円、維持管理費49億2千4百万円、
減価償却費100億5千8百万円、企業債支払利息25億1千3百万円などであり、全体で188億
5千6百万円となり、前年度に比べ1億3千3百万円（0.7％）の減少となりました。純利益は20
億1千6百万円となり、前年度に比べ10億8千8百万円の増益となりました。 
一方、資本的収入は、企業債64億8千万円、国及び一般会計補助金57億7千9百万円な
ど合計124億3千7百万円となりました。また、資本的支出は、建設改良費96億8千3百万円、
企業債償還金92億5千2百万円で合計189億3千5百万円となりました。 
この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、64億9千8百万円となり、
これについては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2億9千9百万円及び
損益勘定留保資金61億9千9百万円で補てんしました。 
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２ 予算決算対照表

(１) 収益的収入及び支出

予算額 決算額 予算額 決算額

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

特 別 利 益 （ 災 害 ）

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

特 別 損 失 （ 災 害 ）

(２) 資本的収入及び支出

予算額 決算額 予算額 決算額

企 業 債

企 業 債 （ 雨 水 ）

補 助 金

補 助 金 （ 雨 水 ）

負 担 金

固定資産売却代金

建 設 改 良 費

建 設 改 良 費
（ 雨 水 ）

企 業 債 償 還 金

補 助 金 返 還 金

予 備 費

△ 6,559,402,806 △ 6,498,492,003 △ 7,914,804,047 △ 7,216,491,750

△ 4,675,063,806 △ 4,182,594,123 △ 7,025,567,367 △ 6,111,612,967

資本的収支差額

収益的収支と資本的収支差額

下 水 道 事 業 費 用

区　　　分

収益的収支差額

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

29年度

29年度

区　　　分

下 水 道 事 業 収 益

28年度

28年度

（税込、単位：円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（税込、単位：円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

△ 8,419,402,877 △ 6,777,398,524 △ 7,794,144,519 △ 6,621,241,734 △ 8,053,624,113 △ 7,313,131,742

△ 6,273,244,877 △ 4,234,725,289 △ 7,434,282,788 △ 6,086,976,589 △ 7,693,762,382 △ 6,778,866,597

25年度

25年度

26年度

26年度

27年度

27年度
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２ 予算決算対照表

(１) 収益的収入及び支出

予算額 決算額 予算額 決算額

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

特 別 利 益 （ 災 害 ）

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

特 別 損 失 （ 災 害 ）

(２) 資本的収入及び支出

予算額 決算額 予算額 決算額

企 業 債

企 業 債 （ 雨 水 ）

補 助 金

補 助 金 （ 雨 水 ）

負 担 金

固定資産売却代金

建 設 改 良 費

建 設 改 良 費
（ 雨 水 ）

企 業 債 償 還 金

補 助 金 返 還 金

予 備 費

△ 6,559,402,806 △ 6,498,492,003 △ 7,914,804,047 △ 7,216,491,750

△ 4,675,063,806 △ 4,182,594,123 △ 7,025,567,367 △ 6,111,612,967

資本的収支差額

収益的収支と資本的収支差額

下 水 道 事 業 費 用

区　　　分

収益的収支差額

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

29年度

29年度

区　　　分

下 水 道 事 業 収 益

28年度

28年度

（税込、単位：円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

（税込、単位：円）

予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額

△ 8,419,402,877 △ 6,777,398,524 △ 7,794,144,519 △ 6,621,241,734 △ 8,053,624,113 △ 7,313,131,742

△ 6,273,244,877 △ 4,234,725,289 △ 7,434,282,788 △ 6,086,976,589 △ 7,693,762,382 △ 6,778,866,597

25年度

25年度

26年度

26年度

27年度

27年度
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３　損益計算書

金　　額 構成比 金　　額 構成比

下 水 道 使 用 料

負 担 金

そ の 他 営 業 収 益

受 取 利 息

他 会 計 補 助 金

補 償 金

雑 収 益

長 期 前 受 金 戻 入

過 年 度 損 益 修 正 益

そ の 他 特 別 利 益

国 （ 県 ） 補 助 金

他 会 計 補 助 金

雑 収 益

管 渠 費

ポ ン プ 場 費

処 理 場 費

水 質 規 制 費

普 及 指 導 費

水 洗 化 促 進 費

維 持 管 理 負 担 金

業 務 費

総 係 費

減 価 償 却 費

資 産 減 耗 費

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

雑 支 出

過 年 度 損 益 修 正 損

そ の 他 特 別 損 失

管 渠 費

ポ ン プ 場 費

処 理 場 費

水 質 規 制 費

普 及 指 導 費

業 務 費

総 係 費

過 年 度 損 益 修 正 損

特 別 利 益

下 水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

当 年 度 純 利 益

科　　　目
28年度29年度

特 別 利 益 （ 災 害 ）

特 別 損 失 （ 災 害 ）

下 水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

（税抜、単位: 円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

25年度27年度 26年度

182



（税抜、単位: 円、％）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

20,598,414,795 100.0 20,888,062,648 100.0 15,992,025,596 100.0

11,520,445,509 55.9 11,559,130,778 55.3 11,805,473,574 73.8

10,562,333,347 51.3 10,454,249,664 50.0 10,577,867,349 66.1

957,665,444 4.6 1,103,656,010 5.3 1,226,150,329 7.7

446,718 0.1 1,225,104 0.0 1,455,896 0.0

8,996,587,570 43.7 9,222,173,892 44.2 4,050,758,960 25.4

699,341 0.1 2,263,560 0.1 2,262,764 0.0

3,877,317,000 18.8 4,036,672,000 19.3 4,023,177,000 25.2

36,200,100 0.2 - - - -

30,598,293 0.1 27,430,965 0.1 25,319,196 0.2

5,051,772,836 24.5 5,155,807,367 24.7 - -

81,381,716 0.4 106,757,978 0.5 135,793,062 0.8

67,357,523 0.3 106,757,978 0.5 135,793,062 0.8

14,024,193 0.1 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

18,323,403,951 100.0 20,695,893,023 100.0 14,985,723,875 100.0

15,299,085,842 83.5 15,207,835,656 73.6 11,653,392,283 77.7

900,106,300 4.9 950,874,357 4.6 786,731,016 5.2

460,554,319 2.5 427,931,769 2.1 428,890,921 2.8

2,242,245,572 12.2 2,205,724,487 10.7 2,120,988,581 14.1

87,975,228 0.5 84,929,049 0.4 71,257,546 0.5

157,486,962 0.9 150,284,213 0.7 157,472,191 1.1

190,050 0.1 526,610 0.1 516,551 0.0

580,333,002 3.2 574,162,018 2.8 550,008,292 3.7

390,924,009 2.1 460,411,255 2.2 620,798,890 4.1

503,873,036 2.7 492,408,961 2.4 796,999,105 5.3

9,823,495,014 53.6 9,788,532,098 47.3 6,110,811,520 40.8

151,902,350 0.8 72,050,839 0.3 8,917,670 0.1

3,015,780,067 16.5 3,178,204,083 15.3 3,266,110,500 21.8

2,968,632,609 16.2 3,129,316,203 15.1 3,232,559,368 21.6

47,147,458 0.3 48,887,880 0.2 33,551,132 0.2

8,538,042 0.0 2,309,853,284 11.1 66,221,092 0.5

8,425,442 0.0 28,723,893 0.1 40,548,822 0.3

112,600 0.0 2,281,129,391 11.0 25,672,270 0.2

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

2,275,010,844 192,169,625 1,006,301,721

25年度27年度 26年度



４　貸借対照表
借

金　　額 構成比 金　　額 構成比

有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

ハ 構 築 物

ニ 機 械 及 び 装 置

ホ 車 両 運 搬 具

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品

ト リ ー ス 資 産

チ 建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金

ロ 貸 付 金

現 金 ・ 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 金

貸

金　　額 構成比 金　　額 構成比

企 業 債

リ ー ス 債 務

引 当 金

企 業 債

リ ー ス 債 務

未 払 金

引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

自 己 資 本 金

借 入 資 本 金

イ 企 業 債

資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

ロ 補 助 金

ハ 負 担 金

利 益 剰 余 金

イ
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

流 動 資 産

勘　定　科　目 29年度 28年度

固 定 資 産

（1）

（2）

（3）

固 定 負 債

（1）

（2）

（3）

（4）

資 産 合 計

勘　定　科　目

（1）

29年度 28年度

（1）

（2）

（3）

流 動 負 債

（2）

（3）

（4）

（5）

繰 延 収 益

（1）

（2）

資 本 合 計

負 債 ・ 資 本 合 計

負 債 合 計

資 本 金

（1）

（2）

剰 余 金

（税抜、単位: 円、％）
方

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

方

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

27年度 26年度 25年度

25年度27年度 26年度
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４　貸借対照表
借

金　　額 構成比 金　　額 構成比

有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

ハ 構 築 物

ニ 機 械 及 び 装 置

ホ 車 両 運 搬 具

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品

ト リ ー ス 資 産

チ 建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金

ロ 貸 付 金

現 金 ・ 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

前 払 金

貸

金　　額 構成比 金　　額 構成比

企 業 債

リ ー ス 債 務

引 当 金

企 業 債

リ ー ス 債 務

未 払 金

引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

自 己 資 本 金

借 入 資 本 金

イ 企 業 債

資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

ロ 補 助 金

ハ 負 担 金

利 益 剰 余 金

イ
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

流 動 資 産

勘　定　科　目 29年度 28年度

固 定 資 産

（1）

（2）

（3）

固 定 負 債

（1）

（2）

（3）

（4）

資 産 合 計

勘　定　科　目

（1）

29年度 28年度

（1）

（2）

（3）

流 動 負 債

（2）

（3）

（4）

（5）

繰 延 収 益

（1）

（2）

資 本 合 計

負 債 ・ 資 本 合 計

負 債 合 計

資 本 金

（1）

（2）

剰 余 金

（税抜、単位: 円、％）
方

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

方

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

27年度 26年度 25年度

25年度27年度 26年度
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５　キャッシュフロー計算書
（税抜、単位：円）

利息の支払額

２.投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

固定資産の売却による収入

国庫補助金等による収入

負担金による収入

貸付金の増減額（△は増加）

特定収入見合い消費税（４条）

３.財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

その他の企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

その他の企業債の償還による支出

４.資金増加額（又は減少額）
５.資金期首残高
６.資金期末残高

６　性質別支出状況

金　額 構成比 金　額 構成比
1．職員給与費

うち退職給付費
2．維持管理費

動力費
薬品費
修繕及び材料費
流域下水道管理負担金
委託料
その他

3．支払利息
4．減価償却費
5．特別損失
6．特別損失（災害）

費用合計

当年度純利益

１.業務活動によるキャッシュフロー

項目

利息及び配当金の受取額

小計

長期前受金収益化累計額の修正

その他流動負債の増減額（△は減少）

引当金の増減額（△は減少）

前払金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

未収金の増減額（△は増加）

支払利息

貸倒引当金の増減額（△は減少）

減価償却費

長期前受金戻入額

29年度

△ 2,772,220,129

29年度

△ 861,811,600

△ 113,873,818

△ 994,656

△ 24,327,962

有形固定資産の除却

項       目

△ 2,512,950,437

△ 3,426,452,145
△ 9,014,235,100

△ 9,251,658,607

△ 161,522

28年度

△ 345,004,000

△ 18,206,736

△ 5,580,919,428

（税抜、単位：円）

（税抜、単位：円、％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

－ － － － － －

△ 9,396,881,469

△ 160,878

△ 2,849,178,554

△ 329,166,501

△ 5,147,642,347

△ 2,735,525,036

△ 1,783,042,632
△ 6,764,261,090

△ 552,729,153

△ 777,889,927

△ 10,447,540

△ 396,254,400

△ 41,400,478

△ 5,122,974,667

△ 94,808,053

△ 15,451,000

25年度26年度27年度

28年度
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５　キャッシュフロー計算書
（税抜、単位：円）

利息の支払額

２.投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出

無形固定資産の取得による支出

固定資産の売却による収入

国庫補助金等による収入

負担金による収入

貸付金の増減額（△は増加）

特定収入見合い消費税（４条）

３.財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

その他の企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

その他の企業債の償還による支出

４.資金増加額（又は減少額）
５.資金期首残高
６.資金期末残高

６　性質別支出状況

金　額 構成比 金　額 構成比
1．職員給与費

うち退職給付費
2．維持管理費

動力費
薬品費
修繕及び材料費
流域下水道管理負担金
委託料
その他

3．支払利息
4．減価償却費
5．特別損失
6．特別損失（災害）

費用合計

当年度純利益

１.業務活動によるキャッシュフロー

項目

利息及び配当金の受取額

小計

長期前受金収益化累計額の修正

その他流動負債の増減額（△は減少）

引当金の増減額（△は減少）

前払金の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

未払金の増減額（△は減少）

未収金の増減額（△は増加）

支払利息

貸倒引当金の増減額（△は減少）

減価償却費

長期前受金戻入額

29年度

△ 2,772,220,129

29年度

△ 861,811,600

△ 113,873,818

△ 994,656

△ 24,327,962

有形固定資産の除却

項       目

△ 2,512,950,437

△ 3,426,452,145
△ 9,014,235,100

△ 9,251,658,607

△ 161,522

28年度

△ 345,004,000

△ 18,206,736

△ 5,580,919,428

（税抜、単位：円）

（税抜、単位：円、％）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 構成比

－ － － － － －

△ 9,396,881,469

△ 160,878

△ 2,849,178,554

△ 329,166,501

△ 5,147,642,347

△ 2,735,525,036

△ 1,783,042,632
△ 6,764,261,090

△ 552,729,153

△ 777,889,927

△ 10,447,540

△ 396,254,400

△ 41,400,478

△ 5,122,974,667

△ 94,808,053

△ 15,451,000

25年度26年度27年度

28年度
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７　経営分析

（1）施設の効率化

項目 単位

現在晴天時平均処理量

現在処理能力（晴天時）

（2）施設の効率性

使用料収入

年間有収水量

汚水処理費

年間有収水量

汚水処理費

年間有収水量

汚水処理費

年間有収水量

汚水処理費

年間有収水量

使用料収入

汚水処理費

使用料収入

汚水処理費（維持管理費）

維持管理費（汚水分）

現在処理区域内人口

資本費（汚水分）

現在処理区域内人口

管理運営費（汚水分）

現在処理区域内人口

現在処理区域内人口

職員数

職員給与費

営業収益－受託工事収益

（3）財政状況の健全性

総収益

総費用

経常収益

経常費用

支払利息＋企業債取扱諸費

企業債＋他会計借入金＋一時借入金

自己資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益

負債・資本合計

固定資産

固定負債＋資本金＋剰余金
固定資産対長期資本比率 ％ × ×

自 己 資 本 構 成 比 率 ％ × ×

経 常 収 支 比 率 ％ × ×

総 収 支 比 率 ％ × ×

算式 29年度

施 設 利 用 率 ％ × ×

使 用 料 単 価 円/m

汚 水 処 理 原 価
（ 分 流 式 経 費 を 除 く ） 円/m

汚 水 処 理 原 価 円/m

汚 水 処 理 原 価
（ 資 本 費 但 し
分 流 式 経 費 を 除 く ）

円/m

汚 水 処 理 原 価
（ 維 持 管 理 費 ） 円/m

×
使 用 料 回 収 率
（ 維 持 管 理 費 ）

％ ×

経 費 回 収 率
（ 分 流 式 経 費 を 除 く ）

％ × ×

処理人口１人あたりの資本
費 （ 汚 水 分 但 し
分 流 式 経 費 を 除 く

円/人

処理人口１人あたりの維持
管 理 費 （ 汚 水 分 ）

円/人

職 員 １ 人 あ た り の
処 理 区 域 人 口

人

処 理 人 口 １ 人 あ た り
の 管 理 運 営 費
（汚水分但し分流式経費除く）

円/人

職員給与費対営業収益比率 ％ × ×

利 子 負 担 率 ％ × ×
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28年度 27年度 26年度 25年度 指標の説明

自己資本構成比率と同じく、事業の固定的・長期的安全性を見る指標で、資金が長期的に拘束される固定資
産が、どの程度自己資本や長期借入金によって調達されているかを示す。
100％以上の場合、固定資産の一部が一時借入金等の流動資産によって調達されており、不良債務発生の
原因となる。

有利子の負債及び借入資本金に対する支払利息の割合であり、外部利子の平均利率
を表す。
利子負担率が高くなるとその後の経営を圧迫する要因の一つとなる。

総資本に占める自己資本の割合であり、財政状態の長期的な安全性を見る指標であ
る。

総収益と総費用の比率を表したものである。100％未満であると総収支が赤字であること
を示している。

経常収益と経常費用の比率を表したものである。100％未満であると経常収支が赤字で
あることを示している。
※経常収益＝営業収益＋営業外収益、経常費用＝営業費用＋営業外費用

現在晴天時平均処理水量を現在処理能力（晴天時）で除したものである。施設がどの
程度利用されているのかを示す。

有収水量1㎥あたり、どれだけの収益を得ているかを示す値。
経営上は汚水処理原価を著しく下回るのは好ましくない。

有収水量1㎥あたり、どれだけの汚水処理費用が掛かるかを示す値。
低いほど汚水処理経費が抑制されたことを示す(平成25年度までは国庫補助金分につ
いてみなし償却を実施、26年度からは長期前受金戻入分を控除）。

上記指標の計算過程において、汚水処理経費から分流式下水道経費の公費負担分を
控除した値(平成25年度までは国庫補助金分についてみなし償却を実施、26年度から
は長期前受金戻入分を控除）。

汚水処理原価のうち、維持管理費を示す値。
維持管理費とは、職員人件費を初め、動力費、薬品費、施設修理費、管渠清掃費な
ど。

汚水処理原価のうち、資本費を示す値(平成25年度までは国庫補助金分についてみな
し償却を実施、26年度からは長期前受金戻入分を控除）。
資本費とは、減価償却費（企業債償還元金）と企業債支払利息。

汚水処理に要する費用を、下水道使用料でどの程度回収できたかを示す割合で、101％以上で
あれば、汚水処理に要する費用を使用料収入で賄われていて、経営の健全性を示す(平成２５年
度までは国庫補助金分についてみなし償却を実施、２６年度からは長期前受金戻入分を控除）。

使用料回収率のうち、維持管理費に占める割合。

処理区域内人口1人あたりの維持管理費のうち汚水処理にかかる費用。
使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用。

処理区域内人口1人あたりの資本費のうち汚水処理にかかる費用。
使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用。

処理区域内人口1人あたりの維持管理費と資本費のうち汚水処理にかかる費用。
使用料により回収すべき汚水処理費分に限った費用。

処理区域内人口を職員数で除したもの。

営業収益に対する職員給与費の割合である。営業収益が職員にどの程度分配されて
いるかを示している。
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